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議事日程 

開会   令和７年１２月４日(木) ９時００分 

     開会の宣告 

     議長諸般の報告 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 一般質問 

日程第４ 議案第１号 阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

日程第５ 議案第２号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例 

日程第６ 議案第３号 阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を

改正する条例 

日程第７ 議案第４号 阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第８ 議案第５号 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

令和７年第５回阿武町議会定例会 会議録 

第 １ 号 

令和７年１２月４日(木曜日) 

開会 ９時００分 ～ 散会 １５時２０分 
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日程第９ 議案第６号 阿武町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第７号 阿武町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について 

日程第11 議案第８号 阿武町火入れに関する条例の一部を改正する条例 

日程第12 議案第９号 令和７年度阿武町一般会計補正予算（第４回） 

日程第13 議案第10号 令和７年度阿武町国民健康保険事業（事業勘定）特

別会計補正予算（第３回） 

日程第14 議案第11号 令和７年度阿武町国民健康保険事業（直診勘定）特

別会計補正予算（第３回） 

日程第15 議案第12号 令和７年度阿武町介護保険事業特別会計補正予算

（第２回） 

日程第16 議案第13号 令和７年度阿武町簡易水道事業会計補正予算（第２

回） 

日程第17 議案第14号 令和７年度阿武町集落排水事業会計補正予算（第１

回） 

日程第18 委員会付託 議案第１号～議案第14号  

本日の会議に付した事件 

議事日程と同じ 

出席議員(８名) 

 議席番号 

１番      金 田 妙 子 

２番      西 村 容 子 

３番      上 村 萌 那 
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４番      米 津 高 明 

５番      白 松 靖 之 

６番      池 田 倫 拓 

７番 副議長  松 田   穣 

８番 議 長  末 若 憲 二 

欠席議員   なし 

欠  員   なし 

 

説明のため出席したもの 

町長           花 田 憲 彦 

副町長(総務課長事務取扱) 中 野 貴 夫 

教育長          網 本 徳 文 

まちづくり推進課長    高 橋 仁 志 

健康福祉課長       矢 次 信 夫 

戸籍税務課長       水 津 繁 斉 

農林水産課長       野 原   淳 

土木建築課長       近 藤 慎 治 

教育委員会事務局長    杉 山 和 人 

会計管理者        柴 田 奈 美 
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福賀支所長        茂 刈 立 也 

宇田郷支所長       小 野 智 彦 

欠席参与       なし 

事務局職員出席者 

議会事務局長    三 浦   貴 

議会書記      平 田 祥 子 

 

開会 ９時００分 

 

 開会の宣告   

 

○議長（末若憲二）  全員御起立お願いします。互礼を交わします。一同礼。

おはようございます。御着席ください。 

 開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日、令和７年第５回阿武町議会定例会が招集されましたが、議員各位にお

かれましては、諸事御多繁な中、応召御出席賜り、誠にありがとうございます。 

 12月を迎え１年を振り返る時期となりました。今年も、天候は６月から猛暑

酷暑が続き、大変暑い夏となりました。また、全国各地におきまして、昨年同

様に台風や線状降水帯の発生により災害が発生していて、阿武町でも郷川があ

わや決壊するのではと大変危惧しました。また、夏が長く、私も10月初めまで

半袖で生活をしていたことを覚えています。このように夏が長かった分秋が短

く、一昨日の２日から、この冬一番の寒気が来ていて、東北地方から北海道で

は雪の模様です。今年も豪雪の話を耳にするのではと思いますが、車の立ち往

生が発生しなければいいと思っております。 

 国政におきましては、総裁選挙におきまして初めて女性総裁が選出され、総

理になられました。現在、臨時国会の最中ですが、高市総理の予算委員会での

発言に対し、中国から批判の声が上がっていますが、日本国としてどう対応し

ていくのか注視をしております。 

 今回の定例会は、令和７年締めくくりの定例会でありますが、10月に行われ

た議会議員選挙において新しく議員となられた方もいらっしゃいますし、初め
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ての定例会であります。いささか緊張気味ではあろうと思いますが、先輩議員

に習って頑張ってほしいと思います。 

 また、今期定例会では、７人から一般質問の通告がありました。今後の阿武

町のためしっかり質問していただき、執行部より、よりよい答弁を引き出して

いただき、住民の福祉向上や安全安心なまちづくりにつながると思います。 

 結びに、議員各位の公正のある判断と慎重のある審議を賜りますようお願い

いたしまして、簡単ですが開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（末若憲二）  本定例会に付議されます案件は、議案14件、全員協議会

における報告１件、また７人の方から一般質問の通告がなされております。 

 本日の出席議員は８人全員です。ただいまより、令和７年第５回阿武町議会

定例会を開会します。これより本日の会議を開きます。続いて議事に入ります。

本日の議事日程については、一般質問、議案説明、委員会付託です。 

 

議長諸般の報告   

 

○議長（末若憲二）  これより日程に入るに先立ち、過ぐる９月10日開催の令

和７年第３回阿武町議会定例会以降、本日までの会議等を含め諸般の報告を行

います。 

 ９月12日、阿武町ソフトボール大会が町民グラウンドで開催され、本職が出

席をしました。 

 ９月25日、阿武町交通安全大会が町民センターで開催され、議員各位出席を

されました。 

 ９月30日、あぶ健康いきいきフェスタが町民センターで開催され、本職が出

席をしました。 

 同じく９月30日、山口県町議会議長会臨時議会が開催され、本職が出席をし

ております。 

 10月１日、阿武町薪ボイラー施設整備工事安全祈願祭が道の駅阿武町で開催

され、本職が出席をしました。 

 10月４日、山口市誕生20周年記念式典が山口市民館で開催され、本職が出席

をしております。 

 10月７日、阿武町診療所等複合施設建設工事起工式が開催され、議員各位出

席をされました。 

 10月14日、中国地区町村議会議長会会長局長会議が東京都で開催され、本職

が出席をしました。 

 10月15日、全国町村議会議長会都道府県会長会議が東京都で開催され、本職

が出席をしました。 

 10月17日、山口県後期高齢者医療広域連合議会の事前協議が役場本庁で開催
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され、本職が出席をしました。 

 10月18日、阿武町グランドゴルフ大会が阿武小中学校グラウンドで開催され、

本職が出席をしました。 

 10月23日、山口県商工会連合会地域振興懇話会が山口市のユーベルホテル松

政で開催され、本職が出席をしました。 

 10月28日、令和７年度第２回山口県後期高齢者医療広域連合議会定例会が山

口県自治会館で開催され、本職が出席をしました。 

 10月30日、山口県自治会館落成式が山口県自治会館で開催され、本職が出席

をしました。 

 同じく10月30日、山口県市町総合事務組合議会定例会が山口県自治会館で開

催され、本職が出席をしました。 

 11月２日、福賀大農業まつりが開催され、本職が出席をしております。 

 11月３日、宇田郷ふれあい祭りが開催され、本職が出席をしました。 

 11月５日、山口県町議会議長会11月定例会の事前協議が役場本庁で開催され、

本職が出席をしております。 

 11月６日、山陰道中央要望活動が東京都で開催され、本職が出席をしました。 

 11月７日、山口県町議会議長会11月定例会が山口県自治会館で開催され、本

職が出席をしました。 

 11月12日、第69回町村議会議長全国大会が東京都で開催され、本職が出席を

しました。 

 11月14日、国保制度改善強化全国大会が東京都で開催され、本職が出席をし

ました。 

 11月17日、全国過疎地域連盟第59回総会が東京都で開催され、本職が出席を

しました。 

 11月21日、萩法人会からの令和８年度税制改正に関する提言が役場本庁で行

われ、本職が出席をしております。 

 11月22日、山口県警察音楽隊オータムコンサートが萩市民館で開催され、本

職が出席をしました。 

 11月23日、森里海の市が道の駅阿武町で開催され、本職が出席をしました。 

 11月27日、令和７年度阿武町戦没者追悼慰霊祭が宇田ふれあいセンターで開

催され、本職が出席をしました。 

 同じく11月27日、13時30分より議会運営委員会が開催され、今期定例会に関

しての協議がなされました。その結果につきましては資料のとおりです。 

 12月２日、令和７年度地域づくり研究集会が町民センターで開催され、議員

各位出席されました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 
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 町長挨拶 

 

○議長（末若憲二）  ここで、本定例会の開会に当たり、町長が挨拶を行いま

す。町長。 

○町長（花田憲彦）  令和７年第４回阿武町議会定例会の開会に当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

 令和７年も残すところ僅かとなりましたが、議員各位におかれましては諸事

御多繁の中、本議会定例会に御出席を賜り誠にありがとうございます。心から

御礼を申し上げます。 

 さて、本年は全国的に記録的な猛暑が続き、春と秋の季節感が短く感じられ

る１年でありましたが、一方で、本町におきましては秋の台風の襲来等もなく、

町制施行70周年を迎える記念すべき節目の年として比較的平穏なうちに新たな

一歩を踏み出すことができました。 

 こうした中、香港では先月26日からの高層住宅７棟が燃える大火災で、150

人以上の方が亡くなる大惨事が発生し、日本においても、２月には岩手県大船

渡市で戦後最悪というふうに言われる林野火災が発生し、延焼面積は３,370ヘ

クタールというふうなことに達し、住宅など200棟以上が被害を受け、住民１

人の方がお亡くなりになりました。 

 さらに、先月18日には大分県大分市の佐賀之関で漁村の住宅密集地を中心に

大規模火災が発生し、住宅など170棟以上が焼失し、これも１人の方が亡くな

られました。ここに改めて、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りする

とともに、被災された全ての皆様に心からお見舞いを申し上げ、一日も早い復

興を願うものであります。 

 こうした中、この１年を振り返ってみますと、我が国も、また世界も、大き

な転換と変革の時を迎えた１年でありました。世界に目を向けてみますと、ロ

シアによるウクライナ侵攻が長期化し、人道危機や地域の緊張が高まる中で、

アメリカでは１月にトランプ氏が第47代大統領に就任し、パリ協定やＷＨＯか

らの離脱を宣言するほか、輸入関税の強化を武器に、アメリカ第一主義の強要

により、日本経済をはじめ国際的な通商政策や安全保障の枠組みにも大きな変

化をもたらし、国際情勢は依然として予断を許さない状況であります。 

 また、国内では、４月に開幕した大阪・関西万博が予想以上の2,557万人を

超える来場者を記録しました。 

 そして７月の参議院選挙では、自公連立政権が過半数を割り込み、10月には

自民党総裁選で勝利した高市早苗氏がいわゆるガラスの天井を突き破り、女性

として初めて第104代の内閣総理大臣に選出され、自民党と日本維新の会によ

る連立政権が発足いたしました。 

 そして、高市首相は、責任ある積極財政を掲げ、一般会計歳出総額18兆
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3,034億円の補正予算を閣議決定し、ガソリン税の暫定税率の廃止や軽油取引

税の終了のほか、子供１人当たり２万円の一律給付、そして電気・ガス料金の

補助、おこめ券の配布、赤字中小企業や農業・医療・介護施設への緊急支援な

どを実施し、国民生活の安心を確保するとともに、中長期的にはＡＩや半導体、

量子技術など、成長分野への投資で日本経済の強化を図るというふうにされて

いるところであります。 

 特に、不安を希望に変える経済政策の一環として、物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金、いわゆる重点支援地方交付金でありますが、これの拡充に

おいては２兆円が計上され、政府からは、生活者支援、事業者支援に対する重

点支援、地方交付金を活用した物価高対策について、各自治体において早期執

行に向けた幅広い事業メニューを検討し、実施するように求められているとこ

ろであります。 

 一方、令和の米騒動と言われる米価高騰は、消費者負担と農家救済が同時に

生じる複雑な現象でありますが、構造的な農業改革が不可欠であります。 

 私は、米価を安定的に維持する制度の確立が必要と考えまして、先般の自民

党の県連政調会におきましても必要な法改正等について要望をいたしたところ

であります。 

 今、中山間地域では、離農や廃業が加速しており、価格保証など政策的支援

こそが農業継続と地域発展の鍵であります。その意味でも、米価の一定水準で

の維持制度は農業後継者対策であると同時に、地方創生を強く後押しする柱で

もありまして、国家戦略として位置づけられるべきものであるというふうに考

えています。そのためには、地方創生の施策を、これと相まって農業を魅力あ

る産業として再構築することで、成果の見えにくい地方創生の施策がより現実

的となり、米価の安定が実現すれば田園回帰を促し、都市に出た地元出身者の

呼び戻しにもつながり、地域の活性化にも直結するものと確信しているところ

でありまして、私はこのことを機会あるごとに発信し国に求めているところで

あります。 

 こうした中、現時点での本町の最大の課題は、あぶの保健室をコンセプトに、

町民の医療と保健と福祉を一体的に整備する阿武町診療所等複合施設の建設で

ありますが、来年の秋の開所を目指して工事は今順調に進んでいるところであ

ります。 

 また、５月にはデジタル・マーケティングやふるさと納税のサイト運営など

を手がける株式会社センジンホールディングスとの間で、町内へのサテライト

オフィス開設に関する協定を締結したところでありますが、その結果、ふるさ

と納税の実績は、昨年度の状況と比較して、現時点で約３倍の600万円を超え

ているところでありまして、社長の下山明彦氏につきましては、雑誌フォーブ

ス・ジャパンによる世界を変える30歳未満の未来のリーダー30人の１人に選ば
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れるなど、今後の活躍が期待される逸材であります。 

 そして、７月には町制施行70周年記念式典を開催し、功労者表彰やフォトコ

ンテスト、トークセッション、福賀神楽保存会による神楽舞で町のさらなる発

展を祈念したほか、至誠館大学との間で継続的な地域社会の発展と人材の育成

に寄与することを目的に包括連携協定や、さらに第６回目となりますＡＢＵス

イムラン・道の駅フェスタを開催し、全国から大勢の選手が出場し、今年も熱

いレースが展開されました。 

 そして、８月には町と連携協定を締結している株式会社ファンディング・ベ

ースにより公設塾開設に向けた準備が始まり、子供たちの学習意欲を高めるお

試し体験会や教職員を目指す山口大学や山口県立大学の学生たちによるＡＢＵ

チャレンジセミナーが実施され、学校の魅力に加えて、この２つの学習支援に

より、10月に県下一斉に行われた学力調査においては、子供たちの学習意欲と

学力向上の兆しが見られ、実績として数値的にも学力レベルが上がっていると

聞いているところであります。 

 また、９月には新体制によるあぶ診療所が開設され、消防団福賀分団が県大

会で準優勝を果たすなど、町の安全安心を守る体制づくりも着々と進んでいる

ところであります。 

 さらに、10月には、今回が20周年目となります恒例のＡＢＵジャズ・フェス

ティバルが開催され、町内外からのお客さんで会場は超満員となり、また、今

月の13日には町制施行70周年を記念した岸谷香さんによるコンサートも予定し

ているところであります。 

 また、東京のポートシティ竹芝で開催された第４回日本で最も美しい村まつ

りにおきまして、福賀神楽保存会が大勢の観衆の中で大蛇の演目を披露し、会

場を大いに盛り上げるなど、東京でのメジャーデビューを果たしたところであ

ります。 

 そのほか、阿武町物価高騰対策生活支援事業として、最大20％のポイントを

付与されるキャッシュレス・キャンペーンを９月から10月にかけて実施したほ

か、平成30年から農業等の担い手不足を解消するために、町がサポートしなが

ら例年実施しております４分の１ワークス・援農プロジェクトにおきましては、

この７年で福賀地区を中心に延べ67人が参加してくれまして、交流人口の増加

にもつながっているところであり、今後は関係人口、そして活動人口、さらに

は定住人口というふうにつなげていくことが重要であると感じているところで

あります。 

 また、昨日は、空き家等の流通と活用を促進するために、空き家等の買取り

事業を行っている株式会社ネクスウィルさんと連携協定の締結式を行ったとこ

ろでありますが、この協定により、空き家等の所有者に対する相談支援をはじ

め空き家に係る被害の発生等の抑制、さらには空き家等を利用する様々な住ま
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いへのニーズへ対応可能な環境整備が図れるものと期待しているところであり

ます。 

 そのほか、今月13日土曜日には、イルミネーション・フェスティバルのオー

プニングセレモニーが、ゲストを迎えたカウントダウン一斉点灯やミュージッ

ク打ち上げ花火なども予定しているところであります。 

 また、身近な土木工事でありますが、町道の改良工事や橋梁、トンネル、漁

港や集落排水の処理場の長寿命化事業のほかに、きれいなまちづくりをしたい

と思いましてやっておりますが、主要な町道の側溝と舗装整備を計画的に実施

していく中で、今年度におきましても、昨年度に引き続いて奈古中央線、福田

中央線、そして宇田中央線の整備を行っているところであり、今後も町道の整

備については、毎年度、区間を決めて計画的にやっていこうと考えているとこ

ろであります。 

 御案内のとおり、阿武町の人口は少子高齢化に伴う自然減の拡大により、こ

の５年間で約300人が減少し、現在の住民基本台帳人口は約２,900人、これを

割り込んだ状況でありますが、一方で、移住、定住、子育て支援などの諸施策

に積極的に取り組みまして、社会増減におきましては転入超過をキープしてい

るところであります。私といたしましては、これからも町民の皆さんが安全に

安心して生活が続けられるように、診療所等複合施設の整備をはじめ、定住対

策における新たな分譲宅地の整備、子供たちの学力の向上のための町営学習塾

の開設、さらに子育て支援や高齢者福祉の充実のほか、持続可能な循環型社会

の構築、安全安心を支えるインフラの整備、無角和種やキウイのブランド化、

さらには、ふるさと納税を通じた販路拡大や地域経済の活性化につなげていく

など、中長期的な視線に立って施策を展開し、選ばれるまちづくりのさらなる

深化を図ってまいりたいというふうに思っております。 

 そして、来年、阿武町が71年目の新たな未来へ大きく飛躍する年となるよう、

全力を尽くしてまいりますので、議員各位におかれましては、引き続き御理解

御協力を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、本定例会に御提案申し上げます議案の概要につきまして、簡単に

説明をさせていただきます。 

 今回の議案は14件でありますが、まず、第１号議案の阿武町一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例、これをはじめ、議案第２号町長等の

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、そして議案第３号阿武町議

会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、そして第４号議案の

阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例、この４つの条例につきましては、いずれも人事院勧告に伴う条例の一部改

正であります。 

 次に、議案第５号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
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等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、町の住民基本台帳に登録されていない

者、いわゆる住登外者の個人番号を含む個人情報を管理する機能を標準化準拠

システムに追加するための改正であります。 

 次に議案第６号阿武町手数料条例の一部を改正する条例につきましては、宅

地造成及び特定盛土等規制法に基づく中間検査や定期報告の事務が県から移譲

されたことに伴いまして、これに係る手数料を新たに設定するための改正であ

ります。 

 次に、議案第７号阿武町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定につきましては、児童福祉法の改正により創設された乳児等

通園支援事業に対応し、設備の安全基準や緊急時の対応計画の策定など、事故

や災害を防止するための基準を定めるものであります。 

 次に、議案第８号阿武町火入れに関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、町内の森林及びその周辺１キロメートル以内の土地における火入れ許

可に関する規定について、気象・火災に関する注意報や警報を中止要件に追加

し、字句の訂正等を行う改正であります。 

 次に、議案第９号から議案第14号まででありますが、これにつきましては、

令和７年度阿武町一般会計補正予算をはじめ国民健康保険事業における事業勘

定、そして直診勘定、そして介護保険事業、簡易水道事業、集落排水事業の各

特別会計に係る補正であります。また、全員協議会では、町の執行に係る工事

等の契約の締結報告について御説明を申し上げます。 

 なお、御提案申し上げました各議案の詳細につきましては、ここでの説明は

省略させていただき、その都度、担当参与から御説明をいたさせますので、御

審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たりまして

の私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（末若憲二）  以上で、町長の挨拶を終わります。 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名   

 

○議長（末若憲二）  これより日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、３

番、上村萌那君、４番、米津貴明君を指名します。 

 

 日程第２ 会期の決定   

 

○議長（末若憲二）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会議は、過ぐる11月27日開催の議会運営委員会
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において審議の結果、本日から12月11日までの８日間にしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  御異議なしと認めます。よって会期は、本日から12月11

日までの８日間と決定しました。 

 

 日程第３ 一般質問   

 

○議長（末若憲二）  日程第３、一般質問を行います。質問の通告者が７人あ

りますので、議長において通告順に発言を許します。 

 初めに、３番、上村萌那君、御登壇ください。 

○３番 上村萌那  おはようございます。上村でございます。まずもって、さ

きの町議会議員一般選挙では、無投票ではございましたが、再び議席を賜りま

したことを感謝申し上げます。さて、通告に従いまして一般質問を始めたいと

思います。 

 阿武町診療所等複合施設について伺います。町民皆様御承知のとおり、町内

唯一の医療機関であった齋藤医院が閉院となり、町は地域医療を維持するため

町営の診療所を建設することとなりました。2026年７月の完成を目指し、10月

７日には安全祈願祭が行われたところです。診療所の大きな課題は医師の確保

でございますが、こちらは県と協議しながら、現在のあぶ診療所へも医師の派

遣ができているありがたい状況となっております。さて、診療所のほうは９月

から電子カルテを導入するなど鋭意準備を進めているところでございますが、

今回の建設工事では、診療所だけではなく健康福祉課の一部機能や阿武町社会

福祉協議会、山口銀行も入所する複合施設の建設となっております。９月26日

には第３回まちの医療体制に関する説明会が行われ、町民の皆様にも複合施設

の全体像について説明がされたところです。この複合施設の二階には、健康福

祉課や社会福祉協議会が入所するとのことですが、質問としてお伺いしたいの

は、一階部分についてです。設計及び建設工事を担う積水ハウス山口支店の

我々議員への説明では、一階部分の利用案が示され、提案内容としてはレンタ

ルＢＯＸとして地域の方・企業が手作り品や自社を紹介する棚を設置するとい

う案や、料理教室などが開催できるキッチンスペースの設置案です。しかし、

既に阿武町暮らし支援センターｓｈｉＢａｎｏのｋｉＢａｃｏという作品を展

示・販売するスペースや阿武キャンプフィールド内のテストキッチンが設置さ

れており、積水ハウス山口支店の提案と同様のものが阿武町に存在している中

で、やはりあぶの保健室というコンセプトに沿ってこの複合施設を整備し、そ

の活用の中で町民同士の交流が深まるにつれてコミュニティスペースとしての

役割を一部果たしていくというのがこの施設の趣旨であると認識しております
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が、町はどのように複合施設を整備していくのか、そしてその利活用の方法に

ついても町の計画についてお尋ねいたします。 

○議長（末若憲二）  ただいまの、３番、上村萌那君の質問に対する執行部の

答弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  上村議員から現在建設を進めております診療所等複合施

設の、特に診療所以外の一階部分について、どのようにコミュニティスペース

としての利活用をする計画があるのかというふうな御質問であります。 

 この施設につきましては、８月に設計が完了し９月26日には設計・施工を請

け負います積水ハウス株式会社山口支店にも御参加をいただいて住民説明会も

実施してきたところであります。説明にもあったように、この施設のコンセプ

トは、あぶの保健室でありまして、学校の保健室のようにいろいろな不安や悩

みを気軽に相談できる場所、そして安心して生き生きと暮らし続けられるまち

を目指して、顔が見える優しい健康づくりの拠点ということを目指しているわ

けでありまして、またこれにつきましては保健・福祉・医療の拠点を一つの場

所に集約することで連携が取れ、さらに、そこには食べる・交流する・待つ・

休憩するを通して、みんながつながる場所を提供できればというふうな考えを

しておるところであります。そして、こうしたコンセプトを基本に、今回の設

計をお願いした積水ハウスさんとは、この施設がコミュニティスペースとなる

ように、町内の施設等も含めて一緒に見て回り、また他の市町村での事例等も

参考にしながら、健康福祉課や社協の職員との意見交換、すり合わせをし、施

設の内容を検討してきたところでありまして、先日紹介をされたレンタル棚や

住民の方による料理教室等は、誤解を生じたことはおわび申し上げますが、そ

のようにするというのではなくて、あくまでも他の施設の利用事例について紹

介したというふうに受け止めていただければと思っております。 

 上村議員が御指摘のように、本町はこれまでも阿武町暮らし支援センターｓ

ｈｉＢａｎｏ（しばの）でのｋｉＢａｃｏ（きばこ）という町民の方々の作品

を展示販売するスペースや、スペースというか棚や、テストキッチンをも設置

したところであります。しかしながら、現実問題として、現在ｋｉＢａｃｏ

（きばこ）の利用者はありません。そして、テストキッチンも、コロナ前には

結構利用していただいておりましたが、保健所からの指導もありまして、今は

使用を中止している状況でありまして、現在の主な利用は、移住を希望されて

いる方や移住された方々と地域の方々との交流の場、また、子供たちや小さな

グループの集まる場として、あるいはミニカルチャースクールというふうな活

用がされておりまして、今回建設する複合施設のコミュニティスペースとは全

く異種であるというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、複合施設は、何といっても診療所が核であります

ので、まずは受診に来られた方が、診察が終わった後にこの一階部分のコミュ



令和７年第５回阿武町議会定例会(第１号)                            令和７年 12 月４日 

－14－ 

ニティスペースでゆっくりとお話をしていただけるたまり場のような場所とし

て御活用、御利用いただきたいと思っておりますし、計画では、ここにコンシ

ェルジュを置く予定としておりますので、健康や介護、福祉の相談が気軽にで

きる、まさに基本コンセプトであるあぶの保健室を実現していきたいというふ

うに考えています。 

 なお、診療所部分についてでありますが、病気の診察はもとよりであります

が、健診にも力を入れていきたいというふうに思っておりまして、集団検診も

現在の予防保険協会に委託する形から、新たな診療所での検診へ移行したいと

いうことを検討しております。検診の曜日を決めて、検診人数を１日何人とし

て、そして検診が終わった後は体によい健康メニューよる昼食を食べて帰って

もらうとか、検診・昼食がセットになった住民検診などもできればなというふ

うなことも考えておるところであります。 

 さらに、休日につきましても、このスペースを住民の方々にも有効利用して

いただきたいとも思っておりますが、個々具体的な活用方法につきましては、

今後、町民の方々、あるいは町内の各種団体にも意見をお聞きしながら、引き

続き検討し、せっかくの施設ですので、町から一方的に利用メニューを示すの

ではなくて、皆さんがこうしたことに使いたいなと言われることも実現してい

きたいと思っているところであります。上村議員におかれましても、ぜひ御意

見、御提言等を賜ればと思うところであります。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ３番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問あります

か。上村萌那君。 

○３番 上村萌那  ただいま建設中の阿武診療所等複合施設について御説明い

ただいたところでございます。率直に、積水ハウス山口支店さんからの御提案

を聞いたときに、第一印象として感じたのは、既に町内にあるもの、しかも、

それが積極的に利用されているとは言えない状況で同じようなものが本当に必

要なのかということを第一印象として感じました。阿武町は、既に先進的に町

が交流人口の増加を図ることでまちづくりを進めてきたと私はこれまで感じて

おります。その中で、この新たな建物を造る上で、その目的をある程度明確に

して整備していく必要があるのではないかと考えているところでございます。 

 阿武町には第３次阿武町健康増進計画とか阿武町食育幸せプラン等、既に計

画がされているものもございまして、その内容については、食を中心とした健

康づくりであったり、健康習慣を町民の皆様につけていただく、そしてその場

をつくっていくというようなプラン内容があるところで、その阿武町健康プラ

ンだったりとか食育幸せプランという内容は、私はとてもいいものだと感じて

おりますし、その計画が既にある中で、その計画と積水ハウス山口支店さんと

共通認識というか、同じ目標を持って計画の中でそれに沿ったものを進めてい

く必要があると考えているところでございます。 
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 そこで、今、町内ではプールが閉鎖されるということもございまして、室内

で運動できるところとか、そのプールの代替になるものとして今丸徳塾とか健

康増進のためにされているところかと思いますけれども、これも担当課とお話

ししたところ、結構利用者がたくさんいらっしゃって、なかなか空きがない状

況だというようなお話も聞いているところでございます。ほかにも、様々な健

康に対するニーズというのが町内の中にあるかと思うのですが、あくまでも交

流を主軸というわけではなくて、心と体の健康増進といった、目的を持って立

ち寄れる施設をつくることで、その目的で来られる。その中で交流が生まれる

というような施設にできればよりよいのかなと感じているところでございます。 

 第３次阿武町健康増進計画の中には、誰でも気軽に取り組みやすい健康づく

りの活動の場を広めるという目標もございますので、ぜひ診療所複合施設がそ

のような場の一つになることを期待しているところでございます。以上です。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  ちょっと、もう少し具体的に、この前の積水ハウスさん

のやつは、よその事例等をお示しして、こんな感じですよというのを映像で見

せると。イメージづくりというふうな意味合いもありまして、皆さんに具体的

に、今、私どもがやっているものではなく、こんな活用の方法もありますよと

いうようなものを皆さんにイメージとして持っていただくというような感じで

示されたというふうに思いますが、私どもが直接積水ハウスさんの提案される

ものをそのままやっているというちょっとイメージ持たれたのかもしれません

が、私どもは私どものやりたいことがあるからこういうスペースにしてくださ

いよと要望してそのスペースを確保していただいているわけでありまして、積

水ハウスさんがこの中でこんなものできましたが、みたいな、そんな話ではな

いわけでありまして、全て我々とのすり合わせ、そして我々内部の社協さんも

含めての中のすり合わせの中であの平面図ができ、利用方法ができているわけ

であります。 

 そして、今、せっかくでありますからもう少し詳しいというか、もう少し具

体的な今想定している利用について、課長のほうからちょっと説明をさせます

ので、そういうことにさせていただきます。 

○議長（末若憲二）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（矢次信夫）  今利用を、社協さん含め、保健師、それから福

祉担当といろいろ検討しておるところでございます。中でも、先ほど上村議員

申されましたように、丸徳塾というのをやっておりますが、言われましたとお

り、本当に好評でして、今、人数もいっぱいになっておって、なかなか新たな

方を来ていただくということができないような状況にもなっておりますので、

その辺、今度はスペースも広くなりますので、多少人数を増やすとか回数を増

やすとか、そういったこともできればいいなというふうに思っておりますし、
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今各地区でやっておりますので、たまには福賀の方が奈古のほうまで来て、こ

この施設を利用してまるとく塾をやっていただくとかというようなことも考え

ておるところです。 

 それから、いろいろ社協さん、それから私どものほうがいろいろな教室を実

施しております。そういった教室についても、なるべくこちらのほうで開催を

したり、教室だけではなく、ちょっと社協さんがよく講演をやられたりもして

いるかと思いますが、そういった講演のほうもこちらでやっていけるように、

平日は、本当にいろいろなことがこちらのほうで開催するというような格好に

なっていくのではないかというふうに思っております。休日につきましては、

これも先ほど上村議員のほうからもお話がありましたように、子供さんの遊び

場としてあそこが活用できればいいなというふうに思っております。そういう

ことで、畳のスペースも作っておりますし、夏にはちょっと水遊びもできれば

いいなということで、あそこの緑地帯、そばのちょっと緑地のある場所には、

よく公園なんかで噴水がただばあっと出るんじゃなくて、時間差で出たりする

ような、そういったものもちょっと設置をしていただくようにしております。

そういった活用の中で、また住民の方のほうからいろいろな御意見が出て、こ

ういったことに使ってもいいだろうかということに関しては、柔軟に対応して

いこうかなというふうに思っているところです。以上です。 

○議長（末若憲二）  ３番、再々質問がありますか。３番、上村萌那君。 

○３番 上村萌那  私も、積水ハウス山口支店さんからのお話で説明があった

というのは、あくまでも他市町の事例で、こういうことがありますよという御

説明だったというのは理解はしているんですけれども、その内容自体が既に阿

武町にあったものということだったので、具体的な、その他市町の事例を聞い

た上で、阿武町が具体的にどうやっていくのかというところが、これまで示さ

れていなかったということがございまして、今回このような質問をさせていた

だいたところです。 

 今、矢次健康福祉課長のほうから、具体的にこういったことに利用していき

たいというような内容の御提案があったところで、こちらは阿武町の現在の状

況にすごくそぐったものではないのかなと私も感じたところでございます。ぜ

ひ、たくさんの人が利用いただける施設になることを期待しておりますので、

こちら質問ではないですけど、完成まで引き続きお願いできればと思います。

以上です。 

○議長（末若憲二）  これをもって３番、上村萌那君の一般質問を終わります。 

 ここで会議を閉じて、10分間休憩いたします。 

 

 休憩９時５０分～９時５８分 
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○議長（末若憲二）  それでは、休憩を閉じて、休憩前に引き続き一般質問を

続行します。 

 次に、７番、松田穣君、御登壇ください。 

○７番 松田 穣  では、７番、松田穣、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。 

 個人事業主の法人化について質問をしています。阿武町に越してきて、早い

もので14年がたちました。当初、自分はサラリーマンでしたが、御縁あって、

子供の頃からのなりたかった漁師になり、それから約７年がたちました。定置

網漁の乗組員として働きながら、個人事業主として海士漁を行っております。

この７年の間に、私以外にも移住してきて漁師になる方も何人かおられ、高齢

化の進む漁業という産業において、若干ですが若返りも見られます。これも町

の定住奨励や子育て支援といった施策、また以前は、がんばる農林水産業就業

支援といった法人対象の支援策に加え、定住支援における1次産業就業者への

支度金加算など、個人事業主への支援にもなる内容の拡充を行ってこられた成

果だと非常にうれしく感じております。 

 また、最近では、漁業もしながら、ウニの畜養、さらに農業、また、さらに

居酒屋も始めるなかなかパワフルな人材まで現れ、非常に期待できる要素が見

られます。また、ほかに目を向けると、私の勤務先の定置網事業者では、業務

の効率化のための機材の購入を検討する際に、何か補助がないか、担当課に相

談に行くと、法人を対象にした補助はあるが、個人事業主は対象外であり残念

な思いをすることもありました。では、法人化をしてみたらどんなのかと考え

てみると、先ほど述べた補助を受けやすくなることや、会社としての信用度の

向上、また、求人内容の充実や事業を相続する際の負担減など、メリットもあ

る反面、従業員の福利厚生費などの経費の増加や水揚げの少ない夏場の時期の

資金繰り、近年の環境変化による漁獲漁種の変化など、法人化に踏み切るには

不安な要素も多いように感じます。 

 また、先ほど述べた、新たに事業を始めた新規就業者も、現状は個人事業主

ですが、事業が軌道に乗り将来的に人の雇用などを考えるときに法人化を検討

していくこともあるでしょう。ほかにも既存の個人事業主、例えば漁業者と飲

食店などが協力して水産物の加工や販売をするような事業を立ち上げようかと

考えた際に、法人として立ち上げたほうがよいのか。立ち上げたとして、その

後うまくいくのか。現状ですと、中国による日本の水産物の輸入停止は今後ど

うなっていくのかなど、不安に感じる要素もあるでしょう。こういった不安要

素を軽減し、法人化を後押しするような何か施策をつくれないものだろうか、

そうした施策があれば助かるように思います。 

 現状、事業化への支援は、起業家支援事業として町でも行っておられますが、

その先の法人化への手助けについてはどうでしょうか。農業の法人化は進んで
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いるように感じますが、漁業の法人化も進めれば雇用の促進や地域経済の活性

化にもつながると考えますが、今後町長はどのように考えられますか。お答え

をお願いします。 

○議長（末若憲二）  ただいまの７番、松田穣君の質問に対する執行部の答弁

を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  松田議員から、漁業経営体の法人化とそれを後押しする

施策についての御質問をいただきました。 

 最初に、各分野における事業体、経営体の法人化に共通することであります

けれども、個人事業主が法人化の検討を始める際には、当然そのことのメリッ

ト、また逆にデメリットを比較検討の後に、メリットの多いと判断された場合

に法人化に移行する、当然のことであります。こうした中、まずは法人化のメ

リットでありますが、繰り返すようでありますが、一般的に言いますと、松田

議員が言われますとおり、会社の信用度のアップや求人内容の充実、事業相続

の際の負担軽減などがありますが、やはり最大のメリットは、事業の継続性の

担保による顧客あるいは取引先からの安心感、事業としての信頼度の向上と言

えるというふうに思います。これが個人事業主であれば、事業主にもし何かあ

った場合には、家族の中の後継者のあるなしによって即事業の継続性に大きな

問題が生じることが多いわけでありまして、これが法人格を具備することによ

って、法人は解散や倒産をしない限り法的な人格を持って、組織として生き残

って、事業が継続できるということになろうかというふうに思います。また、

細かい話になりますが、課税所得が一定程度以上の場合の節税効果や従業員を

雇用する際に社会保険及び厚生年金に加入するということになりますので、従

業員にとっても自らの将来設計が見通せて、大きな安心感につながり、人材の

募集、確保にも大きなアドバンテージであるというふうに思います。一方でデ

メリットでありますが、確かに会社としては従業員の福利厚生などの経費は増

大するわけで、デメリットと言えるかもしれませんが、社会保険料、厚生年金

の事業主負担分につきましては、これは避けて通れないルールであり、第１次

産業従事者が不足傾向にある中で、現従業員さんの労働条件の改善にもつなが

ることから、先ほど申し上げましたように、逆に雇用労働力の確保に際しては

むしろ有利になるというふうには考えるべきだろうというふうに思うところで

あります。また、御案内のあった個人事業主がそれぞれの事業を持ち寄った複

合的、協業的な事業形態についてでありますが、御指摘のような不安定要素は

確かにありますが、ただ単に事業を複合化するから法人化、拡大するから法人

化というのではなくて、仕入れルート、販売ルート、利益率などの多くの要素

をシミュレーションした上で決定することが大事であろうというふうに思いま

す。 

 次に、本町における第１次産業でありますが、自然豊かな田畑、山、海を活
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用して、古くから経営規模の大小を問わず町の基幹産業として多くの方々が従

事してまいりました。昭和40年代の高度経済成長期以降、働き手であった大半

の若い人たちが都会に就職の場を求めて、その影響もあって、近年では第１次

産業を支える従業者数、従業者の高齢化が進行しており、いわゆる農家、漁家

というふうに言われている戸数は大幅に減少しております。このような中、農

業におきましては、小さく不整形な圃場を区画整理事業によりまして一定の大

きさの圃場に整形、整備して、作業の省力化、効率化を図るための機械化をは

じめ、例えば本町におきましては、平成９年に山口県初の特定農業法人である

農事組合法人うもれ木の郷さんの設立を皮切りに、現在では８つの集落営農法

人が設立され、本町の大きな面積を占める農業経営や農地の保全に大きな成果

を上げていらっしゃいます。 

 こうした中、第１次産業の支援策の話でありますが、農業では、経営改善に

よる５年後の経営の目標を立てて、町または県、もしくは農林水産大臣が認定

する認定農業者の制度もあることから、議員御指摘の阿武町がんばる農林水産

業就業・経営等支援補助金の支援対象を、法人及び認定農業者とし、新規就農

に係る就業初期の支援と経営安定支援のために農業用機械、施設の購入・整備

や新技術の導入などに対して補助金を交付しているところであります。 

 なお、支援対象者を法人、認定農業者及び新規就農就業者に限定している理

由は、個人での経営規模を見た場合、自家用の野菜や同じく自家用の果実等を

栽培されている方から、一人で数ヘクタール規模で経営されている方まで、幅

広い状況がありまして、それぞれどの方も自分は農家であるというふうに自負

しておられますが、個人経営の場合、現在の経営者がリタイアされると、その

経営は後継者が存在しない限りそれで終わってしまうというふうなのが現状で

あります。 

 ただ、一方で、法人あるいは個人経営であっても、認定農業者の方につきま

しては、一定規模の農地を管理されている上に、５年間の経営改善計画のもと

に営農の効率化・省力化を目標に営農計画を樹立されておられますので、事業

継続が確保、担保されるというふうなことで支援対象としているというふうな

事情であります。 

 こうした中、御指摘の阿武町がんばる農林水産業就業経営等支援補助金の交

付対象でありますが、新規就業者に対する支援内容は、漁業についても農業と

同じにしておりますが、漁船や漁具に対する支援につきましては、確かに現在

は行っておりません。これは町の漁業経営体で法人化されている事業体が１事

業者のみでありまして、補助金交付要綱を制定したときにおいて、漁船や漁具

等につきましては別途国の補助金の制度等を活用されまして調達済みであった

ことから、対象としなかったというふうな経緯があるわけであります。また、

漁業にも認定漁業者の制度がありますが、これは漁業経営の改善計画を作成し、
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農林水産大臣または県知事の認定を受けることにより制度資金の融通や補助事

業による支援を受けることができるとされているところでありますが、実際、

認定漁業者の認定につきましては相当ハードルが高いようでありまして、ちな

みに、山口県における認定漁業者は24人だけとなっておりますが、今、現在登

録が24人でありますが、新規の認定につきましては令和元年度以降はないよう

な状況ということであります。 

 こうした中、松田議員から、漁業経営体の法人化を後押しするような施策を

という御提案でありますが、私といたしましては、今後の漁業経営体の方向性

あるいは漁業振興等を考えますと、現行の阿武町がんばる農林水産業就業・経

営等支援補助金の支援対象者に漁業法人もしくは認定漁業者を加えて、新規就

業の支援はもとより、経営の継承支援及び経営確立支援に関する補助制度につ

きましても、漁業者にも拡充する方向で要綱を変更することも考える必要があ

るだろうというふうに考えるところであります。 

 なお、漁業経営体が法人化を前向きに検討されるということでありますなら

ば、町としても、商工会さんとも連携しながらしっかりと支援をしてまいりた

いというふうに思っているところであります。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ７番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問あります

か。７番、松田穣君。 

○７番 松田 穣  では、再質問です。まず、ちょっと思ったよりいい返事と

いうか、前向きな御返答をいただきましてありがとうございます。漁業をやっ

ていて、実際、自分も今子育て世帯でもありますので、町の子育て支援がこの

４年間を見ていてもすごい充実してきた中で、今度この子育て支援を受けて育

ってきた子供たちが結局、高校、大学、就職とか進んでいったときに、なかな

か町に働き口がないから町外に出ていってしまう。これがちょっと非常に気が

かりなところで、やっぱり今、阿武ファクトリーパークとか、こういったミニ

工業団地を整備する計画なんかもあって、やっぱり働き先を確保しようという

考え方は非常に大事だと思うんですが、今は、やはり町の中にある小さい産業

を育てて一人、二人でも、小規模でも工業団地とかの整備ができるまでに、や

はり雇用先として生まれてこないか。実際、港、自分の働いている周りでも、

若干、少人数ですけど若い方が増えてきて、やはり考え方が、自分たちが就職

したときのような考え方で、いい高校、いい大学出て、いい企業に就職してと

いう考え方から、やはり働き方もいろいろ多様化してきているなというのをす

ごい感じる部分もあるので、そういった一昔前と変わった考え方に対応できる

ような、自分で何かをやってみようとかという考え方も実際ありますし、そう

いった方々がちょっと商売始めて、軌道に乗ってきたときに、それをちょっと

した世間の世情の変化で流されてしまうようなものじゃなくて、法人化してち

ゃんとしようかなとか、誰かを雇おうかなといったときに、法人であれば個人



令和７年第５回阿武町議会定例会(第１号)                            令和７年 12 月４日 

－21－ 

事業主でやっているよりは強いのかなと。そういった部分で、本当に地道な部

分かもしれないですけど、こういった何かしら後押しするような政策があれば

いいなというふうに感じて、今回の質問を考えさせていただきました。 

 こういった支援というのは、あまりよその市町では聞かないような感じがあ

って、町独自の支援策としてこういうものがしっかりあればいいなと思うんで

すけど、このあたりは、町長はどのようにお考えですか。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  まず、やっぱり我々が自分たちの後の子供たちに望むの

は全てではありませんけれども、やはりその一部については、親の背中を見て

親のような仕事をやりたいというふうに思ってくれる。例えば、漁師さんであ

れば漁師さん、親が一生懸命やっている、頑張っている、そして稼いでいる。

僕も同じように漁師をやりたい、同じく農業もやりたい、商売もやりたい。い

や、私は昭和の人間ですからよく分からんところがありますけど、私はやっぱ

りそれが理想ではないかなと。そうじゃないかもしれません。私はそういうふ

うに、やっぱり親の背中を見て、親父と同じ仕事をしたい、警察官、警察官に

私もなりたい、消防士にもなりたい、役場の職員、役場の職員にもなりたい。

そういうのがやっぱり私は理想ではないかなというふうに思います。 

 今世代が変わってＺ世代と言われますけども、そのことは多分変わらないん

じゃないかなというふうに思います。そうした中で、特に感じるのは、今、町

の中で一番元気があるのは漁業に携わる人じゃないかなというふうに今私は思

っています。一番最初、それが一番感じたのが宇田郷の定置網が、外からいろ

んな方が来ていらっしゃいました。今もいらっしゃいますけども。若い方が来

て、阿武町に移住・定住して宇田郷に定住、従業されたわけ。半分が外から来

られた人だったというふうに思いますけども、そのときの決め手になったのが、

あれはがんばる漁業かなんか、国の施策の中でいろんなもののハードの整備を、

ソフトも含めてですけどされたわけでありますが、そこに大きな決め手となっ

たのは、法人を立ち上げられて、その法人は福利厚生というか、厚生年金も、

保険も年金もあるというふうな形でありますから、従業者としては本当に安心

感がある。厚生年金も入るというふうな形で、それは親方は、親方というか、

法人ですから親方という言葉ではないですけども、法人としては、それは大き

な先ほどの話として、デメリットと言ってはいけないと思いますけども、それ

は必要な経費でありますけども、それ以上に人をちゃんと確保できるという大

きなメリットがあったというふうに思います。ですから、厚生年金の事業主負

担が要るかとか、そういうことは抜きに、それ以上のメリットがあったからあ

れだけ若い人材が集まって今も健全にやっていらっしゃる。同じように、農業

法人の場合は農業法人でもう８つもある法人もいろいろな形で雇用も、今まさ

に、本当に雇用農業者といいますか、も生まれておるような状況でありますか
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ら、今からも多分同じような状況は前に行くだろうと。雇用というのは、本当

の雇用が生まれていくんじゃないかなというふうに思います。 

 そうした中で、やっぱり今、漁業者が一番元気だなというふうなことで、私

ちょっとこの前ある人とお話をした中で、その漁業者の方ですけど、対談され

た方ですけど、こういうお話があって私はすごく感激したんですけど、今、自

分が来て、若い人ですよ。子供たちも一緒になってこの阿武町でいろいろ漁業

を含めて働いていますと。その中で、いろいろ自分のやりたいことが阿武町は

やりやすいというふうに感じている。それから先がうれしかったんですが、

我々役場の人間は、Ｉターンとかいうのをいろんな施策で、例えば何とかフェ

アに行って、例えば大阪とか東京であるフェアに行って、皆さん呼び込んで、

こうですよ、こうですよ、いろいろ説明して、苦労して、でもなかなか実にな

らない。これ現実です。ところが、その方の言うのは、僕はここで、阿武町に

来て今何年かやっているうちに、すごくこの良さが分かるし、ぜひ自慢したい

し、僕はそういうのを頼るんじゃなしに、自分でも仲間を連れてくると。一緒

に自己実現をしようじゃないかというふうに仲間を連れてくると言うんですよ。

ありがたいことで、そうすると我々がいろんな大きな経費をかけてあっち行っ

たりこっち行ったりしながら、人をＩターンの人とかを募るけれども、なかな

か成果が出ないのに比べれば、そういった人たちが自分の同志のような方を連

れてきてくれれば、経費のことを言っちゃいけないんですけども、町としても

ありがたいし、多分そういうことに共鳴してきてくれた人はしっかり町で活躍

してくれるだろうというふうに思いますので、本当にありがとうね、頼むねと

言いましたけど、そういったことで話が横に行きましたけれども、そういうふ

うなことで、いろんな形で新たな人たちを呼び込んでいきたい。そして、やっ

ぱり法人というのは大事だと思います。やっぱり個人で不安定な、今言うよう

に親方が何かあったらどうなるんだ、この事業は。みたいなことよりも、法人

というのは、解散とかしない限り死ぬわけは、死なないわけですから、人格を

持ったまま生き続けるわけですから、法人化した人格はありますけれども、生

き続けるわけですから、それは将来の継続性がある意味担保されるということ

でありますから、多分そこに就業する方につきましても安心して、そして厚生

年金とかそういった福利厚生もしっかりしていただければいいんだろうと。い

いし、魅力があるというふうに思いますので、今いろいろ農業であって漁業で

ないというふうな話は、ちょっと実際に差があるところを申し上げましたけれ

ども、そこはしっかりと、今日せっかくの御質問がありましたので、私のほう

ももう一回しっかり見直して、できるだけの努力はさせていただきたいという

ふうに思っているところであります。以上です。 

○議長（末若憲二）  ７番、再々質問ありますか。７番、松田穣君。 

○７番 松田 穣  再々質問です。再々ありがとうございます。 
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 やはり何ですかね、いろいろ支援策っていろんな形があると思うんですけど、

この質問を考えているときに、どんな返答をいただけるかなと思いながらいろ

いろ調べていて、よく市町とかで工業団地を整備したときに、そこに移ってき

た新規参入してきた企業に対して、結構一定期間固定資産税を免除したりとか

そういったのもある。結構そういった施策を設けているところが、実際、阿武

町もあると思うんですけど、多いように思いました。同じような考え方で、今

新たな雇用先とか新たな法人が増えるという考え方をしてもらえれば、そうい

った税制面での優遇措置を、例えば段階的に免除の割合を下げていくとか、い

ろいろそういった、あまり何もかもが、補助金を出せ出せというようなあれで

はなくて、そういった税制面で優遇するとか、いろいろ形態が変わったときに、

町長がよく言う、ソフトランディングじゃないですけど、うまく事業が継続で

きるような段階的な支援とかというのもあり得るのかなというのも思ったんで

すけど、こういったあたりはどうなんですか。どのようにお考えですか。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  今、漁業者から今度は一般の、例えば企業誘致なんかの

場合、確かに固定資産、例えば固定資産税、これはいろいろ条件はあるんです

けど、基本的に、就業者数が何人増えるとか、基本的に製造業が対象となると

いうふうな、これは基本的に元は国の制度ですから、国の制度にのっとってそ

ういったものに阿武町の工場誘致条例に合致した場合はそういった初年度固定

資産税が３年間免除されて、あとの２年間は半分になるというような制度とか

いろいろあるんです。それについては、国の制度というか国の法律に基づいて

やったものについては、裏として、そこに、それによって免除とかやりますの

で、税収が入らないんです。入らないですよね、当然。それについては、補填

措置とかいろいろあるんですよ、裏が。国が援助してくれる制度みたいなのが

あったり、逆に、通常例えば町が町の独自施策でこれを免除しましょうという

のがあるかもしれません。そうした場合は、本来取るべきものを取らなかった

のはあなたの勝手でしょということで、国はそれは取ったと、要するに収入が

ありましたねと、あったことにするんです。ですから、我々からすれば、その

まま持ち出しみたいな感じで、減収補填のようなものはないというふうなこと

で、いろいろそこのところは財政的ないろんな決まり事があったりするわけで

すけれども、できれば、その中であれば、本当の真水の出ていくお金はなくな

るのでありがたいんですけれども、ただ、そればかりを言っておられませんし、

我々行政に携わるものはいつも平等ということを、基本的な考え方、皆さん平

等でなくてはいけないというふうなのが基本的な考え方でありますから、しか

し、それを全て平等、本当にならしたように平等とやっていくのは、我々のよ

うな３,000人を切ったような町で、それを全部押しなべて平等と。そうすると、

出るくぎは皆打たなきゃならない話になるんですよ。ですから、どっかの国の
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指導者じゃないですけれども、やっぱり走れるところを走ったらいいじゃない

かと。そこから突破口でやっていけばいいじゃないかと、私はそう思います。

全てを平等でやるということは、ある意味、出るくぎを打つような話にどうし

てもならざるを得ない。じゃ、ここだけえらい入れ込んで援助したね。じゃ、

こっちどうなっているのよということになると、やめときましょうとなるじゃ

ないですか、実際。ですから、そこは説明のつく範囲で、私は突出しちゃいけ

ないかもしれないけども、ある程度頑張るところにはしっかり支援をする。そ

ういったことで、みんながこれも頑張る、これも頑張る、これも頑張ればいい

わけであって、これがこれと一緒にせないけんと、ポコってここ。これはない

し、するべきでないし、私はこの小さな町の阿武町は、やっぱり頑張るところ

はちゃんと頑張って、もっとこの山を高くしていただく。そうすると、こっち

も、ああ、そういうことがあるということで、こっちもまた負けないように頑

張ればいいわけであって、引っ張り合いをやったって駄目だというふうに思い

ますから、私はいろんな制度設計するときには、少々のことは、頑張るんじゃ

ったらやってやろうじゃないかというふうな思い、まさにこれです。打てば響

くというのはそういうことなんですけど、そういうふうな姿勢で、今からも漁

業者・農業者とか商工業者と限らず、しっかり頑張るところにはちゃんと支援

をしていく、そういう姿勢でやっていきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（末若憲二）  これをもって、７番、松田穣君の一般質問を終わります。 

 次に、５番、白松靖之君、御登壇ください。 

○５番 白松靖之  ５番、白松靖之です。通告に従いまして、阿武町の空き家

対策について質問します。 

 日本の人口は2008年の１億2,769万2,000人をピークに、減少に転じました。

少子化が大きな要因とされ、このまま減少が続けば、2070年には9,000万人を

割り込むという推計が出ています。2023年総務省統計局の住宅土地統計調査に

よれば、全国の総住宅戸数6,504万6,700戸に対して空き家は900万1,600戸、空

き家率は13.8％、山口県の総住宅戸数は72万6,400戸に対して空き家は14万700

戸、空き家率は19.4％という調査結果を公表しています。また、今から13年後

の2038年には、全国の空き家率は約31.5％となり、３軒に１軒が空き家となる

推計をしています。 

 そこで、阿武町は直近令和５年６月の調査によれば、奈古地区1,009軒に対

して空き家は198軒、空き家率は19.6％、福賀地区379軒に対して空き家は124

軒、空き家率は32.7％、宇田郷地区367軒に対して空き家は101軒、空き家率は

27.5％、特に福賀地区が高い数値となっています。今後３地区の独居高齢者の

件数が増えていく中で、これまで以上のスピードで空き家が増えていくことが

容易に想定されます。空き家が増えることで火災の原因になったり、犯罪の温

床になったり、庭先の柿の木へ熊・猿等を呼び寄せたり、景観の悪化の原因に
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もなります。 

 また、私は2022年６月定例会において、空き家バンク事業について一般質問

をしました。それに対して、町長の答弁の中で、空き家という地域の財産を地

域活性化の有効な資源と捉え、例えば各自治会でこんな人に来てほしいという

人材誘致的な対応も必要であると述べられています。今後、私も含め、住宅を

所有する人は、いずれ慣れ親しんだ我が家の在り方について決断を迫られると

きが必ず来ます。そのとき、家を貸すのか売るのか、解体するのか、多くの方

が悩まれると思います。 

 以前、2018年３月に、阿武町から、家の未来帖というものが全戸配布されま

した。その後、2021年３月に第２版、2024年３月に第３版と、計３回発行され

ています。この家の未来帖を基に、いま一度、年末年始やお盆の長期休暇中に、

阿武町の実家へ帰省された親族の皆さんと家の方向性について話し合っていく

機会を促す努力が行政に必要だと思います。例えば、各自治会や高齢者教室等

への出前講座の実施や、防災行政無線、広報あぶ、町のホームページ、ケーブ

ルテレビ等での周知が考えられます。 

 以上、阿武町の空き家対策について、町長の今後の施策展開や思い、考えを

求めます。 

○議長（末若憲二）  ただいまの５番、白松靖之君の質問に対する執行部の答

弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  ただいまは、白松議員から、今後、少子高齢化等によっ

て空き家の件数がさらに増加することが見込まれる中で、その対策について、

町としての考え方はどうかというふうなお尋ねであります。 

 初めに、令和５年度調査における空き家の軒数並びに比率につきましては、

先ほど議員から御説明をいただいたとおりでありますが、この調査は５年ごと

に実施しているところでありまして、その５年前の平成30年度と直近のさっき

の令和５年度でありますが、これとの比較で空き家の増減をまず見てみますと、

全国平均はプラス0.2ポイント、空き家が増えたということでありますが、山

口県平均では1.8ポイント、全国平均より空き家が増えておりますが、阿武町

ではさらに増えておりまして3.9ポイントというふうに、空き家件数が５年間

で急激に増加している状況であります。ちなみに、総務省の統計資料で県内の

近隣市の状況を見てみますと、大体3.6％から3.7％というふうなこととなって

おりまして、阿武町より若干少ないかほぼ同じような状況でありまして、空き

家は増えているのが数字として表れております。このような中で、議員の御指

摘のとおり犯罪や事件・事故の発生などの様々な観点から、空き家を減らすこ

とは町の重要な課題の一つであると私も認識しているところであります。 

 こうした中、空き家対策の最も理想の形は空き家の有効活用、もちろんこれ

でありますが、本町は他の市町に先駆けて平成19年度に空き家バンク制度を開
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設しておりますので、まずはこれの内容を、登録件数を御紹介したいというふ

うに思います。一番初め、始めた頃でありますが、平成19年度の登録件数は僅

か６件でありまして、その次の20年度にはこれが16件と。そして、その後しば

らくは１桁台で推移しておりましたが、先ほど議員の方から紹介がありました

家の未来帖、これを発行した後の平成30年度以降は２桁でずっと推移している

ところでありまして、直接どうかは分かりませんが、私としては町の未来帖を

御覧いただいたことが空き家バンクへの登録の動機づけとなって相当の効果を

もたらしたのではないかなというふうに考えております。 

 なお、これまで空き家バンクとして登録していただいた住居件数につきまし

ては、累計でこの11月末で191件の登録でありまして、さらにこのうち契約済

みのものが、賃貸と売買も含めてでありますが、191件のうち93件が成約し、

193件というのは賃貸です。191件のうち賃貸が93件、売買が30件ということに

なりますと、191件登録のうち123件が何らかの形で賃貸あるいは売買に供され

たということであります。また、現在、町のホームページに掲載している空き

家物件は、奈古地区で18件、福賀地区で10件、宇田郷地区で５件の33件となっ

ています。ちなみに、平成19年度以降に移住や空き家の相談を受けた件数は累

計で2,060件ありまして、さらに実際に移住された件数は町営住宅の入居者を

合わせると152世帯が空き家バンクの関係で移住されたということになります。 

 次に、空き家対策としての町の新たなる取組を御紹介させていただきますと、

実は昨日でありますが、株式会社ネクスウィルさんという会社がありますが、

この会社と業務の連携協定を締結したところであります。この株式会社ネクス

ウィルさんは東京に本社を置きまして、不動産業者でありますが、一般的な不

動産と比べて売却が難しいとされるいわゆる訳あり物件なども解体をされまし

て、利害関係を整理した後に、そしてまた取扱いや売却が困難とされている要

因をいろんな形で排除された上で再販を行う業者であります。現在、同社は山

口県では阿武町が最初の協定でありますが、全国的には６市町と協定を結ばれ

ておりまして、例えば、昨年９月に結ばれた岩手県のある町では、紹介した23

件のうち７件の買取りが成立したというふうなことであります。そして、愛媛

県のある市では、８件の紹介のうち５件の買取りの実績があり、山口県におい

ても、協定あるなしとは別として、業務を行っていらっしゃいますけれども、

山口県で38件の取扱い実績があるというふうに伺っております。 

 町としてもこれからも空き家バンク制度は引き続き進めてまいることはもち

ろんでありますが、株式会社ネクスウィルさんと共同することで、状態のよい

物件については空き家バンク制度とそしてネクスウィル、両方、家主からすれ

ば契約先の選択肢が増えるということになりますし、また、通常、町では保存

状態が悪いなどというふうな理由で登録をお断りするような物件があるわけで

ありますが、これも条件次第ではネクスウィルさんが引き受けてくれるという



令和７年第５回阿武町議会定例会(第１号)                            令和７年 12 月４日 

－27－ 

ふうなことで、空き家対策の充実強化にもなり、また移住・定住者の増加にも

期待できるというふうに考えているところであります。 

 また、議員から御提案いただきました空き家バンク登録制度のＰＲ、無線放

送等につきましては、帰省客の多いお盆や正月には意識して放送を流している

ところではありますが、このことについては今後も引き続き行っていきたいと

思っておりますし、また、毎年自治会長集会でお配りしている出前講座のメニ

ューにも加えたいと考えております。 

 最後に、空き家の庭等にある柿などの果実等が猿や熊を呼び寄せるというふ

うなお話もありましたが、これにつきましては熊の目撃情報等があった場合、

防災行政無線で注意喚起と合わせて、放任果樹撤去の依頼も呼びかけていると

ころでありますが、広報紙等でも引き続き定期的に呼びかけをしてまいりたい

と考えております。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ５番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問あります

か。５番、白松靖之君。 

○５番 白松靖之  再質問に入る前に、この一般質問を考える材料となったの

が、今年の４月の広報あぶに載っておりました。後で確認をしましたら、前回

使った記事をそのまま載せていたということで、この場で言うべきではないか

と思いましたけれども、一般質問を考える上でそういうきっかけの一つにもな

ったということでちょっと今報告をさせていただきますが、以前、町内の方か

らも、自分たちの、この家は自分たちの代で終わりじゃのうと半ば諦めのよう

な声もお聞きしましたし、本当に今の自分の家が買い手がつくのか、そういう

不安もお聞きしている中で今回の一般質問をさせていただきました。前置きと

しましては、この阿武町は私も見ている感じではほかの市町にはより群を抜い

てこの空き家対策については対策は十分取られているのではないかなと思って

おりますが、さらなる、先ほど答弁にもありましたように、新たな会社との契

約、ネクスウィルさんですか、取られているということで、さらなるギアチェ

ンジが必要と考えております。 

 全国の空き家は、先ほど900万戸あるという中で、その中で管理がされてい

ない空き家というものがいわゆる放置空き家というものに当たると思いますが、

全体の半数に近い400万戸とされています。その放置空き家というのは、管理

者が不在であったりとか不明であったりとか、おられても遠くにおられて空き

家を管理されていない状態のものですが、そういう放置空き家はいずれ倒壊、

危険家屋等に変貌していく可能性があるわけでございます。この地域の、前回

の2020年６月の一般質問の答弁の中でもありましたように、この空き家という

ものを地域の財産と捉えていくべきであると町長答弁されております。私も、

こういう、せっかくある地域の財産としての空き家を次の世代、また買いたい

という方に提供できるようなものにしていくべきだと考えております。それに
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ついてもまた、町長、補足があれば御答弁をお願いいたします。 

 先ほどの質問の中でも触れましたが、空き家は火災の延焼の原因にもなるわ

けでございます。冒頭の町長の挨拶にありましたが、先月の11月18日の大分県

の佐賀関での火災延焼については、約470棟のうち約70棟は空き家という調査

結果も出ています。また、2018年、記憶にまだ新しいわけでございますが、当

阿武町奈古地区で11月24日に起きました建物火災では、延焼した５棟のうちの

２棟は空き家ということで、こちらの方の空き家というのが延焼の原因の一つ

になっていると考えておりますが、その町長のそれについても、もうその答弁

をお願い申し上げます。 

 そして、この空き家というものに、貸し手の方に対して空き家リフォーム補

助金というのが今創設されておりますが、今後、その空き家というものをリフ

ォームして魅力ある物件に変えていく、その努力はやっぱり貸し手の人にも売

り手の人にもやっていただきたいと思っている中で、そういう補助金、この家

の未来帖にも書かれておりますが、各種補助金が組まれております。今後、こ

の補助金に対して拡充していく意思があるのか、そういうお考えをお持ちなの

か、その辺も合わせて答弁をお願いします。よろしくお願いします。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） まず、空き家は本当に、程度にもよるのはよりますけど

も、基本的には資源だというふうに捉えるべきであるというふうに思います。

今まではそういった考えの下に、バンクに登録していただいて、それを、情報

を提供して、それを求める人たちに情報提供するというふうな形でありました

が、空き家バンクに登録する段階で、もちろん現場を確認に、担当の方が現場

を見に行くわけですが、これはどうも、これは幾ら頑張っても使えないねとい

うのはあるわけです、どうしても。それについては、今まではお断りしており

ました。今回、株式会社ネクスウィルさんと提携を結んだのは大きな意味があ

りまして、このネクスウィルさんはもう、多分使えないだろうと思われるよう

なものであったり、また、例えば事故物件であったり、あるいはいろいろな権

利関係があってなかなかそれが解消できないような物件であったり、いわゆる

訳あり物件のようなもの、そして老朽化の、通常のものよりも、そのままでも

貸せるような状態ではないものまで扱っていらっしゃる実績があるんです。先

ほど数字を何ぼか申し上げました。そういったことをやっていらっしゃる会社

で、まずその物件を購入して、それを昨日もお話しした中でちょっと印象的だ

ったのが、今我々が居住の用に供する家というのは、もちろん戸建てで自分で

建てるのはそりゃちょっとこっちに置きまして、借りる家とか買う家、都会で

ありますとマンションとか、田舎であってもいろんな集合住宅が多いわけであ

りますが、今若い人たち、特に若い人たちが求めているのは、集合住宅になり

ますと、例えば子育てするときに子供が飛んだり跳ねたりします。声も出しま
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す。そうすると、前後、左右、上下から苦情が来るわけです。大変子育てがし

にくい。どうしても完全に、振動も音も声も何もしないというようなことはな

かなか難しいわけです。お隣さんとか、特に上下、子供が飛んだり跳ねたりし

ますのでその状況。そして、もう一個あるのがペット、ペットを今飼う家庭が

すごく増えています。特に、小さな子供たちがいる家庭で増えています。その

人たちは、その集合住宅、そもそもそういうところは禁止されているところも

ありますけれども、禁止されていなくても鳴き声とかいうのが出てきてなかな

か住みづらい。ちょっとびっくりしたのが、今、戸建ての賃貸住宅が求められ

るらしいんですよ。それも、人がたくさんいるところじゃなしにパラパラパラ

っと、犬が鳴いても、離れているので、例えば何百メートルも離れていなくて

もいいんでしょうけど、20メートル、30メートル離れているので誰も聞こえな

い。聞こえるかもしれないけど文句言うほどのことではないと。そういうのが

今求められているんですという話を聞きまして、確かにそうかなと。そうする

と、例えば都市部の中よりも、我々のような家が散在しているところのような

ぽつんぽつんと。そのほうがそういったニーズに合うという話なんですよ。で

すから、私たちの商売が成り立ちますと。それを借りて、一定程度改造してそ

れを賃貸にする。それも、資本は、その人たちは紹介して、そういった商売を

やりたい人が賃貸、要するに利殖ではないですけどもそういう賃貸業をやると

いうふうな話なんです。そういうふうなことで、いろいろ考え方はありますけ

ども、しかし、今ある空き家が有効に活用されて、そこに人が住んでくれるわ

けであります。そして、多くの場合はそういうふうに結構若い人たちのニーズ

があるということであれば、今まで、要するに役場の空き家バンクでも取り上

げてもらえなかった。これはあまりにも老朽化が激しすぎてとても人に紹介で

きる物件じゃありませんとお断りしていたものが、今度は俎上に上がってくる

ということでありますから、物すごく幅が広がったというふうなことでありま

すから、これがどういうふうな展開をするかは分かりません。ただ、もうよそ

の市町では実績が上がっておりますから、私は取り組んでみる価値はあるとい

うふうに思っておりまして、そういうふうにしたわけであります。 

 それから、今、町もいろいろ空き家のリフォームの補助金とかをやっており

ます。これは、ただ単純に木造家屋のリフォームとかの補助金は、これはもう

頭金10万円のやつが地元業者でやっていただくというのはありますし、また、

そもそもそういった方たちにお貸ししたりすることを前提にやった場合は、借

り主あるいは大屋さんでもいいです。大屋さんというか貸し主というんですか、

そのどちら側をやられても、借り手、貸し手やられても、買い手、売り手やら

れても補助するような制度があります。これは何ぼだったか、ちょっと金額忘

れましたけども、結構な、100万円とかそういう大台の金額だというふうに思

いますけども、そういったものも用意しておるわけでありまして、また、今、
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後ほど西村議員の御質問とも若干かぶりますけども、今空き家で本当に使えな

いものが放置されている、ありますよね、たくさん。これもやっぱり、先ほど

の犯罪であったり、火災であったり、極端な話、熊が住みつくかどうか知りま

せんけども、そういったふうな不衛生なことも起こったりしますから、そうい

う完全にもう使えないというものについてはもう更地にしていただきたいとい

うふうなことで、何年か前に、町独自の補助金をつくりました。それ、今上限

100万円で、町が検査に行きまして、点数が100点より高い、点数が高いほうは

悪いということなんですけども、100点を超えるものについて補助金を出すと。

程度によります。老朽化・危険化の。そういう制度を今やっておりまして、既

に何件かの利用があって、解いていますよね、あそこの釜屋の、あそこの橋の

手前のところとか、宇田でもあります。それもそういった制度を利用していた

だいて解いていただきました。もちろん、何回もこちらからお願いもし、今年

も既にもう今、そういったことで申請が上がっているところもありまして、効

果はあるなというふうに思っています。ただ、私が今、担当課のほうに指示し

ておるのは、100点に行かないところです。危険とはいかんけども、でももう

所有者の方が、皆さんに迷惑をかけるからこの際解きたい。解いて更地にして

おきたいというふうなこともあるわけです。それは、ぜひお金がかかるからも

うほったらかしだということをしていただくよりは、あっさり解いていただい

たほうがいいんで、私は、どうかそこら辺にも何ぼか呼び水になるような補助

金、100点以上が100万円であれば、ここら辺なら何ぼか知りませんけど、例え

ば50万円とか30万円か知りませんが、そういうふうなことも必要なんじゃない

かな、そのことが危険空き家を増やしていく、あるいは空き家の老朽化によっ

てもう危険、周囲、そのままぽしゃってくれればまだいいんですけど、横に倒

れ、斜めに倒れれば道にも倒れ、隣の家にも倒れるわけですから、そういった

ものも今、来年度の新規事業、新規というか拡充ですけど、先ほどの。として

やる必要があるんじゃないかというふうなことを今検討を指示しておりますの

で、何らかの形で来年度の事業の拡充をしていきたいというふうに思います。

何はともあれ、空き家というのはなかなか活用できるものが現実問題というの

は少ないし、もうずっと長いことやっていますから、活用できるような空き家

はおおむね活用されておりまして、なかなか新しく、本当に利用できる空き家

というのは少なくなっておりますので、先ほど繰り返しになりますけども、今

のちょっと手を加えればやれるというふうな感じのものだけ今まで扱わざるを

得なかったわけでありますが、もう少し幅が広がったというふうな思いがあり

ますから、ぜひこれらもしっかりと状況を見ながら進めていって、町から危険

空き家を少しでも減らし、あるいは活用できる空き家はしっかり活用して移住

定住につなげていきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（末若憲二）  ５番、再々質問ありますか。はい、５番、白松靖之君。 
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○５番 白松靖之  再々質問になるかどうかは分かりませんけど、私、配達で

仕事柄、全町を回ることがあるわけでございますが、柳橋分譲宅地、29区画完

売御礼ということで大きく看板が出ておりまして、大変喜ばしいことだなと思

いながら、また今、柳橋第５分譲宅地が急ピッチで造成中でございます。一旦

はそういうところが華やかに見えるんですけど、ちょっと目を、もうちょっと

広く見てみれば、全町を見れば、片やどんどん朽ち果てていく家、また荒れて

いく田畑、またそういうのを目にするわけでございます。本当、この阿武町で

も広うございます。二極化、片や華やかなところ、片やちょっと寂しいような

ところあるわけでございます。人と物とお金の流れを阿武町全体に行き渡され

るように、町長には政策展開を今後していただきたいなと要望をします。 

 また、この町のスローガンでもあります選ばれる町をつくっていくという大

きなスローガンがあるわけでございますが、最後にこの阿武町空き家ゼロ宣言

をぜひ町長にしていただきたいなと、夢は大きくして、それが絵空事が絵に描

いたような餅ではいけないわけでございますが、しっかりそっちに向いて、向

かっていくという、空き家ゼロ宣言をぜひ町長にはしていただきたいなと、願

いも込めて、白松靖之の質問とさせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） 空き家ゼロ宣言ちょっと、ゼロ宣言と言ったらちょっと

うそつきになるかも、ゼロというのは実際に難しいかもしれない。努力目標と

してのゼロ宣言ということだろうと思いますが、先ほどのネクスウィルさんの、

今まで扱っていなかった、今まで我々も断っていましたよね、実際問題。これ

はもう何ぼ何でも勘弁してくださいと、これは幾ら登録しても、もう無理です

ということでお断りしたのがたくさんありますが、そんなもう老朽化が進んで

いるものでも、我々は駄目と思っていました、今まで。でも、可能性があると

いうことは分かりました、今回。さらに、その中心部じゃなしに周辺部で、む

しろ隣に家がそこにありますじゃなしに、ちょっとぐらいこれぽっぽっあるよ

うなところのほうがいいというニーズがあるということも分かりました。一番

冒頭に言いましたように、今の戸建て賃貸住宅がすごく脚光を浴びている。中

古のですよ。いうふうな話も、我々はマンションとか、がというようなことが

脚光を浴びているのかな。そして新しく分譲宅地のところに家を建てるような、

そんなイメージもありましたけれども、そういった古いものも、それも相当古

いものも、今の技術で改造して、それも場所もちょっと隣と離れているような

ところである。そうすると、今の福賀であり宇田郷であり、奈古地区も一部が

密集しているだけであって、ほかのところはみんな農業集落であったりするわ

けであるし、結局同じことなんですけれども、そういったところも今までの考

え方とはちょっと違った考え方で取組ができるなというようなことが昨日もつ

くづく感じたわけでありますから、しっかり努力し、また宣言をするかせんか
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は別として、一生懸命努力をさせていただきたいというふうに思います。以上

です。 

○議長（末若憲二）  以上をもって５番、白松靖之君の一般質問を終わります。 

 ここで会議を閉じて10分間休憩いたします。 

 

 休憩１１時０４分～１１時１２分 

 

○議長（末若憲二）  休憩を閉じて、休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 続きまして、６番、池田倫拓君、御登壇ください。 

○６番 池田倫拓  通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 クマの出没時の対応について質問いたします。 

 近年、メディアで報道されているよう、熊の出没が多発しています。出没と

いっても、単に山中で見かけたといったことではなく、住宅街での遭遇、民家

やスーパーへの侵入といったケースが報道されています。中には、襲われてけ

がをされた方や亡くなられた方もいます。また、狩猟者においては、イノシシ

などのわなによる錯誤捕獲もされています。そのような報道がされていますが、

阿武町でもクマを見た、錯誤捕獲をしたといった事例が近年増えてきたように

も思います。目撃箇所付近の住民の方は、もし熊と遭遇したら、もし熊に襲わ

れたらと不安な生活を送っています。そこで、阿武町では熊の目撃時のマニュ

アルはありますか。目撃者はどうすればいいのでしょうか。また、目撃後の対

応はどのようにされていますか。 

 次に、阿武町では猟友会に有害鳥獣駆除をお願いしていますが、熊について

は保護獣とされ、銃猟やわな猟は行えません。熊への対応としては、従来、猟

友会員の中から数名の方にクマレンジャーとして、県の指導の下、錯誤捕獲の

対応など、活動をいただいていますが、今年の法律の改正により、緊急銃猟と

して市町村の判断での駆除ができるようになりました。しかしながら、この緊

急銃猟について熟知されている猟友会員が少ないのも現状です。緊急銃猟がど

のようなものなのか、今後、猟友会員さんへどう周知していくのかお教えくだ

さい。 

 最後に、有害鳥獣駆除に協力いただいている猟友会員さんですが、新たな狩

猟免許取得者も少なく、高齢化のため現状の維持も難しい状況です。猟友会と

しても会員の勧誘等されていますが、取得費の面やその特殊性から、なかなか

苦労されています。このままでは熊への対応はおろか、本来の有害鳥獣にも支

障が出てくると思いますが、阿武町としてはどう考えているでしょうか。 

 以上、町長の答弁を求めます。 

○議長（末若憲二）  ただいまの６番、池田倫拓君の質問に対する執行部の答

弁を求めます。町長。 
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○町長（花田憲彦）  池田議員からは、クマの出没時の対応について、大きく

３項目の御質問いただきました。 

 最初に、熊ですけれども、ＮＨＫのアナウンサーは、「くま」、熊はそこにい

るのが「熊」というんですけれども、というふうに、どうも使い分けていらっ

しゃるようで、大体、私も関心を持って聞くわけですけど、大体「くま」とい

うアクセントで言っていらっしゃるようであります。これ要らんことでありま

すけど。 

 まず、御指摘のように、全国的に熊の目撃情報、人的被害も増加傾向にあり、

今年４月から10月までに全国で人身被害が196件、そして死者につきましては

12人もの方が亡くなられておりまして、うちツキノワグマによる死者が10人と

いうふうに報道されております。さらに、人身被害は、特に秋田、岩手、山形、

長野各県の東北・北陸地方に集中しているというふうなことであります。ツキ

ノワグマが人里に出没して人身被害を発生させる要因としては、夏場の猛暑に

より山中のブナ類の不作と言われておりますが、冬眠に向けた食べ込みのため

に餌が豊富でかつ容易に摂取できる人里付近へ現れて、元来、臆病なツキノワ

グマが人と遭遇して、自身の身を守るために危害を加えるというふうなことに

なっているというふうに言われております。 

 ここで、山口県におけるツキノワグマのこれまでの取扱いについて簡単に御

説明いたします。ツキノワグマは、環境省のレッドリストで絶滅のおそれがあ

る地域個体群に分類されておりまして、山口県、広島県、島根県の３県に生息

するツキノワグマは、西中国地域個体群というふうな呼ばれ方をしておりまし

て、この個体群はほかの地域から孤立して分布しているとされておりまして、

平成６年度以降は国によって狩猟禁止措置が取られておりまして、５年ごとに

保護計画を見直しながら個体群の存続を図る措置が積極的に行われてきました。

また、西日本地域における生息状況の推計でありますが、平成11年度が生息推

計が480頭、そして生息域が5,000平方キロメートル、そして、これが平成22年

度になりますと、先ほどの480頭が870頭、そして令和２年度には生息推計数が

1,300頭、500頭弱増えておりますが、生息域も5,000平方キロから8,200平方キ

ロというふうに言われておりまして、この21年間で生息数が1.7倍、生息域が

1.6倍に拡大されていると言われております。ちなみに、この地域で個体群を

維持するために必要な頭数は大体800頭程度とされておりますが、個体数が増

え過ぎたために個体群の安定的な存続を図るために令和４年度からは捕獲数の

年間の上限目安を設定しておりまして、保護計画を管理計画というふうな、保

護ということよりも管理していくというふうな計画に変更されたところであり

ます。なお、この管理計画では、地域における総捕獲数の年間上限を今既に94

頭から135頭へと増やしておるところであります。ここで捕獲の事由、理由、

方法でありますが、この地域では捕獲方法として狩猟は許可されておりません。
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が、農作物への甚大な被害を発生させ、その地点から逃げない場合に限り有害

鳥獣としての捕獲が許可され、現時点で阿武・萩地域での事例はありませんが、

岩国方面ではそれが実施されているということでございます。 

 ここで御質問の、熊目撃のマニュアルについてでありますが、これにつきま

しては萩警察署、萩農林水産事務所森林部と共有しておりまして、目撃の情報

が役場の農林水産課に寄せられた際には、目撃場所、個体の大きさ、目撃者の

お名前、連絡先などを確認して、この情報を萩警察署と共有するということに

なっております。そして同時に、目撃情報の概要を萩農林水産事務所、教育委

員会及び町内の小中学校に連絡するとともに、防災行政無線で住民の方々に注

意喚起を促すこととしているところでありまして、また、目撃者が警察署へ直

接連絡された場合にも同様の手続がされるということになっております。 

 なお、近年の町内の熊の目撃情報は申し上げますと、令和２年度に９件、３

年度に７件、令和４年度に７件、５年度に５件、６年度に８件、そして今年は

11月現在で既に11件となっており、例年より多くなっているという現実であり

ます。また、目撃された時期は冬眠に入る前で、柿や栗がある10月、11月に集

中しているところであり、放任果実はできる限り除去することが根本的な対策

にもつながるというところであります。 

 次に、緊急銃猟でありますが、この制度は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律の一部改正によりまして、今年の９月１日から施行された

ところであります。これは地域住民の安全確保のための措置を十分に講じた上

で、大型獣の中でも特に人身被害を生じさせるおそれの高い熊等について、住

居集合地域等よりも広い人の生活圏内での狩猟を可能とする制度であります。

具体的には熊やイノシシが人の日常生活圏に侵入して、もしくは侵入するおそ

れがあるというふうな場合に、人命または身体への被害を防止するために緊急

に対応する必要があり、銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲等が困難であ

るというふうなことが条件になっております。さらに、住民や第三者に猟銃に

よる被害を及ぼすおそれがないなど、これらの条件を全てクリアした場合に限

って、市町村長の指示により銃器による捕獲をすることが可能となったところ

であります。ここで、緊急銃猟に係る猟友会員さんへの周知の方法についてで

ありますが、池田議員は阿武町猟友会の会員でありますので御承知のとおりで

ありますが、実はこの緊急銃猟につきましては、農林水産課では先月に、第１

種銃猟免許証を保有して３年以上の会員さんに対して、緊急銃猟の認知度の把

握、そして、いざ緊急銃猟を実施するとなった場合に御協力いただけるかどう

か等についてアンケートを行っております。その中の回答では、緊急銃猟の大

まかな内容は理解しているが、詳細は知らない、分からないという回答があり

ました。そして大方の会員さんからは、緊急銃猟をお願いした場合には協力い

ただけますかというふうなことで、協力をいただけるとのお答えもいただいて
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おりまして、大変ありがたく思っているところであります。 

 なお、そのほか、会員さんからは、対応時に発生するけがや、予想外に第三

者もしくは財産等へ損害を与えた場合の責任や補償の問題、また、これに対応

する保険などについて懸念事項として寄せられているところでもあります。 

 こうした中、町では現在緊急銃猟対応マニュアルを策定中であり、マニュア

ルの中では、緊急銃猟を実施する際の職員の役割分担や連絡体制、警備体制な

どを分かりやすく文書化することとしているところであります。また、猟友会

員さんへの制度の周知等につきましては、マニュアルの策定が完了後なるべく

早い時期に、第１種銃猟免許をお持ちの会員さんを中心に説明会を実施する予

定としております。 

 最後に、高齢化による猟友会員さんの減少による今後の有害鳥獣駆除に対す

る対応でありますが、現在の阿武町の猟友会員さんの人数は町内在住の会員さ

んが３地区で合計で25人、このうち第１種銃猟免許所持者が11人、わな猟のみ

の方が14人となっております。ちなみに、第１種銃猟免許につきましては、近

年11人でずっと推移しておりますが、中身としては、例えば昨年はお二方が返

上されて今年お二方が取得されたというふうなことで11人が続いておると、そ

ういう感じがあります。また、わな猟のみの取得者を見てみますと、昨年が15

人、一昨年が16人と、大体この辺りの数字で推移しておりまして、内容的には

若干のメンバーの若返り等もあるというふうになっております。 

 次に、免許取得時の費用面の問題でありますが、山口県からは、狩猟免許取

得等の経費補助として、免許取得後一定期間に狩猟者登録を完了した場合には、

第１種銃猟免許につきましては２万円、わな猟の免許では１万5,000円の免許

取得時の一部補助制度があるほか、町としても独自の措置として、狩猟免許の

講習会の受講料が6,500円、これと、そしてまた狩猟免許の申請手数料5,200円、

この２つは全額を町の方で補助をしておるというふうなことであります。 

 最後に、熊をはじめイノシシ、猿などの鳥獣を里へ寄せつけないためには、

例えばごみや野菜くずを放置しないことや、収穫しない果実、特に柿や栗など

を放置するのではなく、伐採処理するなどして地道な対応が必要であり、また

地域集落ぐるみで有害鳥獣対策に努めることも重要でありますので、今後とも

必要に応じ広報あぶや防災行政無線を有効に活用しながら、住民に注意喚起を

進めてまいりたいと考えているところであります。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ６番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問はありま

すか。６番、池田倫拓君。 

○６番 池田倫拓  答弁ありがとうございます。 

 今、目撃時のマニュアルということで、県など、警察などの連携で把握して

いくという部分があったと思うんですけど、まず、町民自体が目撃したときに、

どこに連絡したらいいかというのがしっかりと認知されていないというところ
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もあります。それをまた広報などを使って、こうしてくださいといった簡単な

マニュアルが町民に配られると一番いいのかなと思っています。そして、目撃

後に防災無線で流れているのは私も承知しているところでありますが、熊は大

体大きい音を嫌うとかそういった部分もあると思うので、目撃地域に限って広

報車などを使って安全を呼びかけることも一つ手ではないかなという部分を思

ったりしております。その辺の目撃に対しての何か追加で答弁があればお願い

します。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） 今おっしゃいますように、なかなか町民の方が目撃され

ても、じゃどこへ言っていけばいいのというような話、しっかりとそういった

ことについてを皆さんに周知しているわけではありませんので、言われてみれ

ば迷われるのかなというふうに思いますし、警察に言うのか萩農林に言うのか、

どうなのかみたいな話になるかというふうに思いますので、今お聞きしました

ので、しっかりと今、選択肢はあるんでしょうけれども、自分の一番思うとこ

ろに行っていただく。特に、役場に言っていただければ、共有するルートはで

きて、我々行政の段階はできておりますから、そこについてはいろんな広報を

通じ、あるいは防災無線を通じて、住民の皆さんにそういった目撃があれば、

しっかり、どこそこへ、例えば役場のほうへ御連絡くださいであるとか、そう

いったことはしっかり今から周知をしていきたいというふうに思いますし、ま

た現に熊が出たようなところどころ、ただ大体報告があって放送するから今日

の朝とかいう話になりますので、実際にタイムリーかどうかというのはちょっ

と分かりませんけれども、もしそういうのが直ちに出ていって、幾らなんでも

熊が車の中にいる人間までガラスをぶち破って襲ってくるというのはちょっと

考えにくいと思いますから、そういったことで、今、一定、そういったことで

大きな拡声器かなんかで追っぱらいができるのであれば、あるいは、もしかし

たら、猿のときじゃないですけれども、ありますよね、花火。打ち上げ花火み

たいなやつが。ああいうものも有効であれば、我々としてもタイムリーな段階

でやれるのであればしっかりやっていけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（末若憲二）  ６番、再々質問ありますか。６番、池田倫拓君。 

○６番 池田倫拓  町長おっしゃられるようになかなかタイムリーな部分はな

いと難しいと思うんですが、できる限りの追い払い効果が出るような形を取っ

ていただければと思います。 

 そして、先ほど質問の最後のほうで、猟友会員のなかなか減少につながる、

今、町長おっしゃられたように、ある程度の人数では推移しているんですが、

今わなの免許取得者にしても、高齢化が結構進んでいて、なかなか会員が増加

するというのは難しい状況でもあります。銃猟となると、猟銃取得となると特
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質な部分もありますので、なかなか難しい部分もありますし、この辺のまた費

用も多額に、わなに比べると増えていく部分もあります。町独自でまた支援し

ていただけることとかがまたあれば助かると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） 今いろいろとまだまだ会員さん、まず銃猟していただく

方がいらっしゃらないとその仕事はできないわけでありますから、通常の猟友

会員さんも、熊だけじゃなしに通常のイノシシの、要するに有害鳥獣の駆除で

あったりも随分活躍していただいておりますし、まだまだ手助けというか、

我々が援助ができる、支援ができることがあるならば、しっかりと支援してい

きたいと思いますから、また、内容については今から、よその例なんかも見な

がら検討させていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（末若憲二）  これをもって、６番、池田倫拓君の一般質問を終わりま

す。次に、１番、金田妙子君、御登壇ください。 

○１番 金田妙子  本日、初めて一般質問に登壇させていただきます。不慣れ

な点も多々ございますが、一生懸命務めてまいります。 

 それでは、阿武町における病児保育事業の現状と設立の可能性について質問

いたします。 

 まず、阿武町では少子化対策、定住対策として、ほかの市町にはない子育て

に関する先進的な取組が行われていることに対しまして、花田町長様はじめ町

執行部の皆様には敬意を表します。現在、子育て世帯においては共働きが増え

ております。その世帯が就業と子育てを心置きなく安心して両立できる環境を

整えるためには病児保育事業が非常に重要だと考えております。お子さんが病

気になった際に、保護者が仕事を休まなければならないという現状は、特に女

性に大きな負担をかけていると考えます。県内では柳井市を除く全市で病児保

育事業届出施設がございます。町で設置しているのは平生町のみですが、その

当該施設は柳井市と田布施町が共同運営しております。さて、お隣の萩市での

病児保育所利用手続について紹介しますと、利用が見込まれる場合には年度ご

とに事前登録が必要で、登録申込書と調査票の提出を行います。利用に際して

は、事前に電話連絡をします。利用当日は、病児保育事業で利用申込書、意見

書、病児保育の記録の提出が必要となります。発病当日も２日目以降も、かか

りつけ医を必ず診療時間内に受診して、意見書を記載してもらいます。提出す

る書類は複数枚あり、記載にも時間を費やします。利用定員は６名です。しか

し、複数の感染症のお子さんの利用がある場合は、定員に満たずに断られると

いうことが多々あるとのことです。タイミングよく条件も整い利用できるのは

限られたお子さんであるということになります。 

 病児保育は感染症の流行時期によって利用者数に変動があるため、安定的な
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運営には課題があるということは理解できます。萩市と広域利用の協定を結ん

でいる現状ではありますが、阿武町の該当世帯が萩市の保育所を利用するには

かなりハードルが高い状況ではないかと考えます。そこで、阿武町にも保育所

ができれば萩市のかかりつけ医を拠点として、砦は２つとなり、利用者への間

口が広がります。阿武町を利用された方が町のすばらしさに触れ、定住を考え

る機会となり得るかもしれません。町では、病児保育事業の必要性について今

までどのように検討してこられたでしょうか。また、萩市の病児保育所の利用

はどのような状況でしょうか。それらを踏まえて、阿武町に病児保育所設置の

可能性についてお伺いいたします。 

○議長（末若憲二）  ただいまの１番、金田妙子君の質問に対する執行部の答

弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  ただいま、金田議員から、阿武町における病児保育の現

状、そして病児保育施設設置の可能性についての御質問であります。 

 まず、病児保育事業は、保護者が就労している場合や家庭での看護が困難な

場合に病気の子供さんを一時的に預けるものであり、親御さんが安心して子育

てと仕事を両立できる環境を提供するもので、とても大切な事業だというふう

な認識であります。 

 最初に、本町における病児保育事業の状況でありますが、阿武町にはありま

したように病児保育施設はありません。が、山口県では、県が県内自治体との

間で広域利用の協定を結んでおりまして、そうしますと県内全ての病児保育施

設が阿武町でも利用可能というようなことの仕組みになっております。参考ま

でに、阿武町の方の利用状況を申し上げますと、萩市に１か所だけありますい

わたにこどもクリニックに隣接しております「いるかのママ」という施設であ

りますが、これが利用されておりまして、全体の利用状況を見ますと、令和５

年度が、これはいるかのママ全体ですが1,022人、令和６年度が延べて692人で

ありまして、年間稼働日数が240日で、単純に割りますといるかのママは１日

平均で、令和５年度が約4.3人、令和６年度が2.9人というふうな計算になりま

す。そして、このうち阿武町民の利用でありますが、令和５年度が実利用者が

７人で、延べて19人、そして令和６年度が利用者数は８人で、延べて26人、そ

して今年度が９月末までの６か月となりますが、実利用者は２人で、延べて５

人分というふうになっています。ちなみに、いるかのママは、月曜日から土曜

までが利用可能で、定員は６人、利用料につきましては平日が１日1,500円、

土曜日がこれは保育時間が短いということで１日1,000円となっております。

なお、参考までに、利用料につきましては今申し上げました利用者の直接負担

とは別に、これは表には出ませんが、町の方でも状況によって金額は少し変わ

りますけれども、おおむね１日当たり7,000円から9,000円の裏負担をして、町

の方が裏負担をしております。 
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 そこで、こうした状況の中で、阿武町における施設の設置の可能性について

でありますが、現在、建設しています診療所等複合施設を整備するに当たり、

もちろんこの病児保育施設についての可能性も保健師や児童福祉担当でいろい

ろと検討を重ねてきたところであります。当然のことながら、施設を設置する

には人員配置基準として看護師が利用者10人につき１名以上、そして保育士が

利用者おおむね３人につき１名以上の常駐が必要となり、さらに医師や看護師

の常駐が条件となっておりまして、これをクリアするためには多くの病児保育

施設が医療機関に併設する形というふうになっています。したがいまして、こ

うした人員配置と阿武町の方の利用実績を見たときに、有資格者の人材確保が

困難であることはもちろんのことでありますが、実績として利用者の絶対数が

少ない上に、利用者が例えば１人でも必要な人件費の費用については発生する

というわけでありまして、経営面でとても厳しいという判断から、やむなく断

念したという経緯であります。 

 金田議員がおっしゃるように、阿武町にも拠点を設けてとりでを２つにする

というのも利用者としては大変ありがたいことであることは十分に理解できま

す。しかし、一方で、先ほど申し上げましたが、いるかのママの利用実績を見

てもお分かりになると思いますが、感染者のお子さんの利用があったりするた

めの人数の制限があったりするものの、決して６人の定員がいつも埋まってい

るといったような状況ではないということは先ほど御説明したとおりでありま

す。また、仮に阿武町に新たに施設を設置するということで、また利用者の取

り合いになったり、お互いの経営が成り立たない状況になるというふうなこと

も考えられるところであります。したがいまして、本町において病児保育施設

の設置は、あればもちろん喜ばれ、子育て支援のさらなる充実に資することは

重々承知しておりますが、現実問題として大変難しく、これまで同様、お隣の

萩市の施設を広域利用とするということで御理解をお願いしたいと思うところ

であります。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  １番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問あります

か。１番、金田妙子君。 

○１番 金田妙子  再質問ではございませんが、病児保育所に対しては何度も

検討してこられたことよく分かりました。現状についても詳しく教えていただ

き腑に落ちた気がします。これからも国の少子化対策や時代の変遷によりニー

ズ等も変わってこようかと思います。そんな際にはぜひまた御検討をよろしく

お願いいたします。以上です。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  私たちも何とかできないかというふうなことで検討して

くれというふうなことで担当のほうにもお願いしたわけでありますが、内容は

今の人員の配置基準とかいろいろなことを聞くと、それはさすがに無理だなと
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いうふうなことであります。このことだけではなしに、私は阿武町がいろいろ

な形で健全財政というふうに言われておりますけれども、実際に経常比率なん

かを見ると、県下の群を抜いていい状況にあることは御承知のとおりでありま

すが、いろいろなこと、例えば一番大きなのは消防・救急・斎場・ごみありま

す。これもありますし、また図書館あたりもあります。こうしたものをフルス

ペックでこの2,900人を切る町が本当にフルスペックで持ったらあっという間

に瓦解します。間違いなく。それをやっぱり選択しながら、委託できる、ある

いはお願いできるところをお願いし、委託できるところは委託する。その中で、

住民にいかに御迷惑をかけたりあるいはこれが足りないということがないよう

に、ない仕組みにしていくかという、これをいつも考えて、常に念頭に置きな

がら物事をやっていかないと、くれぐれも申し上げますが、全て一国一城一つ

の町だから、全部フルスペックで持つということを考えたら、あっという間に

この町は潰れるとは言いませんけれども、大変な状況になる、財政的に。そこ

はいつも考えておかなきゃいけないというふうに思いますので、今の病児保育

の話に戻りますけれども、本当にやりたいんですよ。そういったものをつくり

たい。でもそれをやってしまったら大変な財政負担になるし、じゃ子供の健康

等というふうなことを言われると、それはちょっと言葉に窮しますけれども、

しかし、そこの辺も考えていかないと町が成り立っていかないようになります

から、気持ちだけは酌んでいただいて、また金田さんの気持ちも私も分かりま

すけれども、そういうふうな状況であることをしっかり認識していただけたら

ありがたいというふうに思います。 

 そしてまた、今のようなことについては、まさに状況が変わり、そして何か

の形でそれに代替するようなまだ新しい方法が出れば、しっかりとそれには取

り組んでいきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（末若憲二）  １番、再々質問ありますか。これをもって１番、金田妙

子君の一般質問を終わります。ここで会議を閉じて、昼食のため休憩いたしま

す。午後は１時から開会します。 

 

 休憩１１時５０分～１３時００分 

 

○議長（末若憲二）  それでは、昼食のための休憩を閉じて、休憩前に引き続

き一般質問を続行します。 

○議長（末若憲二）  次に、４番、米津高明君、御登壇ください。 

○４番 米津高明  日本共産党の米津高明です。それでは、１項目めの質問を

いたします。 

 国保の基金を活用した国保税の引き下げについてです。今、皆さん御存じの

ように物価の高騰が続いていまして、国保加入者だけではなく町民全体の暮ら
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しも大きく影響を受けているのではないでしょうか。そのような中で、国保税

は協会けんぽなどの健康保険料と比較しても依然として高く、制度上の不公平

感が長年指摘されてきています。今、部長は余裕のある国保の基金を保有しな

がら国保税の負担軽減に踏み切らない理由は、前から言われている将来の激変

緩和に使うということと、不公平感でしょうか。しかし、厳しい生活を強いら

れている国保加入世帯への負担軽減にこそ基金を活用すべきではないでしょう

か。阿武町の現在の基金残額は幾らでしょうか。町長の答弁を求めます。 

○議長（末若憲二）  ただいまの４番、米津高明君の１項目めの質問に対する

執行部の答弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  ただいま、米津議員から国保の財政調整基金を活用して

の国保税の減額についての御質問でありますけれども、このことにつきまして

は、同趣旨の御質問をこれまで幾度となくいただいているところでありますが、

まず最初に、御質問にあります本町の国保の財政調整基金の残額でありますが、

１億9,748万658円であります。そして、この基金活用による国保税の引下げの

御質問については、今回で５回目というふうにありますので、もう多くは申し

上げませんが、本町の国保税は医療分で比較しますと、１人当たり年額が令和

６年度が４万6,629円、今年度が４万6,776円と昨年が県内で最も安く、今年度

も下から２番目という状況であります。なお、この金額は最も高い市町と比較

すると、令和６年度の最高の市町が１人当たりが７万3,982円ですので、さっ

きの４万6,629円と比較しますと２万8,143円も安くなっており、さらに県平均

でごめんなさい、令和６年度でありますから一番高いのが７万3,982円で、阿

武町が４万6,629円でありますので、差し引いて２万7,353円安いということで

ありまして、今年度におきましても、一番高いところが７万4,919円、阿武町

が４万6,776円でありますので、比較しますと阿武町が２万8,143円安いという

ことでありまして、さらに県平均と比較しても令和６年度が県平均は６万

2,272円ですので、これと比べて１万890円安く、今年度につきましても県平均

が６万2,094円でありますから、これも比較しますと阿武町のほうが１万5,318

円安いと、これが現状であります。こうした状況を踏まえて、今回の御質問に

つきましても、これまでと同様の答弁となりますが、現状基金を取り崩してま

で国保税の引下げが必要だというふうには思っておりません。国保納付金につ

きましては、しっかりと今後も医療の推移を分析しつつ財源確保の見通しを立

てた上で有効に活用していくように努めたいと思っているところであります。

以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ４番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問はありま

すか。 

（４番、米津高明議員「はい」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  ４番、米津高明君。 
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○４番 米津高明  今、町長が言われたように金額だけ比べると確かに低いで

す。私が調べたところでは、前年度よりも均等割で3,400円引下げ、この金額

はこの19市町で一番引下げ額が多い額になっています。それと、所得割も

0.4％ですけど下げられたというふうなデータを私は調べました。確かに、そ

ういう数字だけを見ると低い。しかし、それがどういうこと、数字だけで判断

するんじゃないと私は思っているんですね。それは所得が多分に影響してきて

いるというふうに捉えています。この前、資産ですけれども出していただいた

中で、阿武町の200万円台までの世帯数が加入世帯の96％を占めているわけで

すね。その平均が５万ちょっとです。正確に言いますと５万6,400円、全体、

ですから所得が1,000万円以上の方も含めての全体の金額が平均すると、割る

と７万1,800円というふうに出してもらった数字ではなっています。このよう

に、ほとんどの世帯の方が低い、低いと言ったらちょっと語弊があるかも分か

りませんけども、所得に応じて支払う分だから全体数で低くなっているという

ふうに私は捉えています。この中で、今、町長が言われました基金１億9,000

万円ぐらい、資料と出していただいた年間の保険税、これが3,800万円ぐらい

です。端数はちょっと省いていますけれども、これから考えると６倍、６倍も

いかないですけど５倍ぐらい、だから５年間保険税として、その531世帯の方

から支払われなくても保険としては通用するというような金額が貯まっている

わけです。ですから、ここまで貯めていいんですかという、基本的に今まで国

保税をかけてこられた方の運用というか、それは町もいろんなことで出費を抑

えているという形があるからこそ貯まっているんでしょうけども、貯まってい

るお金を、ですから全部私は使ってほしいとは言っていません。それを、やっ

ぱり今のこの時点で、この物価高騰で皆さんが苦しんでおられるところに出し

てほしいと、国もこれ、いつからなるか分かりませんけども、国保税の１人当

たりの、今は未就学児童に半額を補助という形で出していますけども、なんか

18歳までやるというような話もちょっと出ています。そういうふうに、やっぱ

り国保というのはほかの保険と比べればすごく不公平感があると思うんですね。

いわゆる、人頭割りというような、おぎゃーと産まれたら１人なんぼかかる、

そういうふうな保険制度でありますから。それと、以前から町長が言われてい

る不公平感、国保加入者だけに基金を、言ったら減額に使うということはほか

の保険の加入者にはものすごく不公平だというふうに回答されています。でも、

ほかの保険、けんぽ、いろんな保険にも国からの交付金が降りているわけです

ね。だから、決してそういうふうな不公平感はないと私は思っています。この

前ですけれども、自治体キャラバンというのをやっていまして、美祢からこの

阿武町まで４市町を回りましたけれども、特に萩市なんかでもずっとこの間、

萩市は保険料が結構高い基準でありますけれども、ずっと基金を使って減額し

てきています。担当の方と話し合ったときに、不公平感という言葉で「えっ、
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何」というような感じで、阿武町だけがそういうことを言っているのかなとい

うふうに捉えています。だから、そういうことも含めて、それだけある金額を、

どれだけそうしたらあれば激変緩和に備えられると町長は考えておられるのか、

その金額が今、１億9,000万円言われましたけれども、それが全部置いていか

ないとだめというふうにおっしゃるのなら、ちょっとそれは、どう言ってんで

すかね、町民の本当の要望に応えていないというような気はしています。１世

帯当たり１億9,000万円でしたら31万か２万円ぐらいになると思うんですね、

計算すれば。それだけあるんです。だから、私はいつも言っているように、何

回も今まで確かに言ってきました。全額をその30何万円を全部返す、返すとい

うか減額に使ってほしいとは決して言っていません。だから、今のときにある

お金を有効に使ってほしいということ。だから、今、県統一化を図っています

けれども、国は2030年ぐらいまでには、どこの都道府県も統一化に持っていく

と言っていますけれども、山口県はまだいろいろ調整中で、いつまでにすると

いうような方針は出ていないと言っています。以前に、自治体ごとに国保の会

計をやっているときは、大体この阿武町で言えば2,000万円から3,000万円あれ

ば激変緩和に備えられるという、国が示していた金額なんですね。パーセント

で計算すると。だから、これだけ、こういうことを言ったら「また、そういう

こと言って」と言われるかも分かりませんけど、これだけあるんですから、そ

れを有効に使ってほしいというふうに私は思っているんです。ぜひ、この３月、

この次の予算でもう少し考えていただきたいと、考えるべきだとは思いますけ

ど、町長の答弁お願いします。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） まず、均等割であり率でありというのは、よその市町と

比べて阿武町は下げているというふうに思います。そのことは先ほど言われた

とおりであります。そもそも率をかけるというのは、元の所得が低ければ率を

かければ出てくるものは計算低いわけですよね。高く出るわけないんですから。

ですから、まさに所得が少なければ少ないように答え出る。当然のことですね。

元が低いわけですから。その計算でいけば。ですから、そこに何の不合理性も

ないというふうなことでありまして、もう何回もありますのでどうなんでしょ

うかね、安ければ安いに越したことはありません。大変耳に心地よいことです。

そういう言い方をされれば「そうだそうだ」ってなります、誰もが。それは安

いにきまったことはないんですから誰も。でも、それで本当この制度設計にあ

るものをぶち壊すような、本当、財政規律でしょうか、何て言うか分かりませ

んが、本当ぶち壊すようなお話と私は感じています。いつも。それは耳には心

地よいですよ、皆さん方、そうでしょう。かもしれません。しかし、本当にこ

の制度をしっかり守り、その制度も国がちゃんと法に基づいてできている制度

ですよね。その中で出てきた、最良の範囲でできる部分については一生懸命こ
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っちも努力しながら県下で一番安い、あるいは下から２番目ぐらいに安いのに、

現に先ほど数字もお示しましたし、それは昨日、今日の話じゃなしに、もうず

っとそのぐらいのところにおりますよね、水準は、阿武町は。と思うんです、

現実に。ですから、基金が２億円あるから、それを皆さん生活が苦しいからこ

れを皆さんに還元してくださいよ、１万円だけでもいいですからという、そう

いうお話ですよね。本当に文脈として、感情をお手盛りするようなそんな感じ

なんですよね。ですから私は、その言われることは分かりますよ。趣旨はよく

分かります。でも、それが本当に責任ある立場としてそんなことをやっていい

のかな、いいのかではなしにいいと思いませんからそれはできませんと。ずっ

と一貫して申し上げておくということでございます。 

○議長（末若憲二）  ４番、再々質問はありますか。 

（４番、米津高明議員「はい」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  ４番、米津高明君。 

○４番 米津高明  趣旨がよく分かるとおっしゃるんでしたらね、これはぜひ

やってくださいよ。これ崩すことによってこの国保が、この阿武町の国保がど

うなるんですか。壊滅というか、立ち行かなくなる。それは全部使ったらそれ

は蓄えも必要だと私はそれは思っています。でも、適正な金額というのがある

はずです。だから、町長としてこれだけ金額を置いておけば、まあいけるだろ

うという金額をぜひ示してください。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  今、２億円をなんぼまで下げれば、あるいはなんぼ還元

されれば、あるいは将来にわたって激変緩和でなんぼいるかという、それを示

してくださいという話ですけれども、私はそういうことを示すんじゃなしに、

今、現実ある皆様方の国保税がこの物価高騰で苦しんでおるというのはよく分

かります。中で、適正なのかどうなのかを図るときに、物価高騰は物価高騰で

これもそういう論法で言われるのかもしれませんが、ほかの方法を持ってその

対策は国も含めてやっていく、当然のことでありますし、また、その予算もま

たお提示する予定にしておりますけれども、今ある現実の皆さんが払っていた

だけるその国保税そのものが皆さんにとって、あるいは他の市町と比較して、

あるいはそれぞれの所得と比較して高いのか安いのかという議論をすべきであ

って、将来の激変緩和でなんぼいるか全部それを積み上げて答えを出してくだ

さいという論法というのは、また何か、何でしょうかね、いろんなことでいろ

んな話を持ってきて、ああでもないこうでもないというお話をされておるよう

な気持ちになりまして、本当分からないということでありまして、答えを申し

上げますと、現時点でありますが引き下げるというふうな気持ちは一切ござい

ません。 

○議長（末若憲二）  以上で、１項目めの質問を終わります。 
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 続いて、２項目めの質問を許します。御登壇ください。 

○４番 米津高明  それでは、２項目めの質問をします。ＨＳＥ株が計画して

いる、仮称阿武風力発電事業について阿武町の対応をお伺いします。町長はこ

れまで議会答弁で健康被害や環境破壊、また、災害防止等の対策がしっかりと

図られるのであれば、長でもあり地権者でもある私が適切に判断すると答弁さ

れています。賃貸証明書の貸付け条件がクリアされているとの判断は町長が行

うとも答弁をされています。町長は、全てのものがクリアできるのであれば手

続をして町有林野条例を改正し、それに基づく賃貸を議会で議決するとも答弁

をされました。議会後、私たちのグループが町有林野条例を改正しないことを

求めた請願が否決をされています。現在、環境アセスメントは方法書が終了し、

環境影響調査が終わった段階ですが、町長が全てのものがクリアされたと判断

するのは、準備書等評価書後の経産大臣による確定通知が届いた時点でしょう

か。 

 ２、阿武町が2020年９月29日にＨＳＥ株に宛てた賃貸証明には証明者、つま

り阿武町長は下記の土地町有林について依頼人ＨＳＥに対して賃貸する用意が

あることを証明いたします。ただし、再生可能エネルギー特別措置法に基づく

事業計画の取得ができない場合や、送配電事業者の接続の同意を得ることがで

きない場合にはこの限りではありませんとも答弁されています。本来、この特

措法は2024年３月10日をもって事業が執行する予定でしたが、ＨＳＥ株は同年

４月に国から２年間の延長許可を得て現在に至っています。土地取得手続の完

了を2026年３月31日まで猶予をされています。来年３月31日には申請した延長

期限が切れることになりますが、ＨＳＥ株が再度延長許可の更新を国に申請し、

阿武町にその旨の打診をしてきた場合、町長はニュートラルなという対応をさ

れるのでしょうか。端的にイエスかノーでもないですけど、短く答弁を求めま

す。 

○議長（末若憲二）  ただいまの、４番、米津高明君の２項目めの質問に対す

る執行部の答弁を求めます。 

○町長（花田憲彦）  風力発電についての御質問でございます。お尋ねは大き

く２点で、１つは風力発電施設設置に係る町有林貸付けの諾否のタイミングは

いつになるのか。そして、２つ目は申請の延長期限が迫っているけども、再度

申請の延長があった場合、ニュートラルな対応をするのかというお尋ねであり

ます。初めに申し上げますが、本質問全体の表現として、米津議員は私があた

かも独断で全てのことを決定すると言われているようなニュアンスで表現され

ておりますが、行政の執行権は町長にあり、また、その結果として最終責任は

町長が持つということを言っているわけでありますので、米津議員の質問の表

現にいささか違和感を覚えるところであります。これは、例えば先ほどあった

町有林野貸付け条例の改正でありますと、貸付けについては阿武町有林野条例
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の改正が不可欠でありますが、米津議員の言われ方は、町長が独断で貸付けす

るような表現でありますが、以前の答弁で申し上げておりますけれども、例え

ばいろいろな条件がクリアされて風力発電に必要な用地として町有林を貸付け

てもよいと判断した場合に町長は条例改正を議案として提出するわけでありま

して、その議案を議員各位の判断によって議会で慎重審議いただき、これが可

決されれば貸付けする、否決されれば貸付けしないということであります。つ

まり、結果として町有林への風力発電設置の是非を最終的に判断されるのは議

会ということになります。また、誤解を招くという意味ではもう１つ、先ほど

の米津議員の御質問の中で、阿武町が2020年９月29日にＨＳＥに宛てた貸付証

明では、言われるとおり言っているんですよ。阿武町が当該町有林を同社に貸

付けて賃貸する用意があることを証明します。ただし、再生可能エネルギー特

別措置法に基づく事業計画認定の取得ができない場合や、送配電事業者の接続

の同意を得ることができない場合にはこの限りではありませんと書かれている

旨の御説明がされましたが、この御説明では一番重要な部分が省略されており

ます。なぜか。まず、賃貸証明の日付と当事者の事業者名は日付は2020年10月

13日でありますし、相手方は日立サステナブルエナジー、ＨＳＥではなしに日

立サステナブルエナジーでありますが、正確を記するために証明書の文言をそ

のまままず申し上げてみますが、証明書は下記の土地、これが町有林ですけれ

ども、これについて依頼人、これが当時の日立サステナブルエナジーですが、

この依頼人に対して賃貸する用意があることを証明いたします。とあります。

そして、米津議員はその次の最も重要な部分を省かれましたが、その次に、な

お、証明者、これ町長ですけれども、証明者は本証明により賃貸義務を負うも

のではありません。また、本証明は再生可能エネルギー法に基づく事業計画認

定申請の目的以外に使用した場合は、この証明の効力は消滅するものとします

となっています。つまり、省かれた部分ですけれども、証明書を出したからと

いって賃貸義務を負うものではないことを明確に記載されております。もう少

し言えば、当時、あえて明記させたわけでありまして、なぜこの一番大事な部

分を省かれるのでしょうか。これにつきましては、過去の議事録もしっかり確

認した上で申し上げますが、後段の部分を改めて説明しますけれども、この賃

貸証明に対する阿武町のスタンスは、あくまでも風力発電事業所を設置するに

当たり、環境や住民の健康に被害がないことや、自然災害を誘発しない対策が

講じられることなど、想定される問題を解決できることがしっかりと確認でき

たときには世界規模で取り組んでおり、国においても進めている温室効果ガス

の縮減、そして再生可能エネルギーへの移行に資する風力発電の用地として町

有林を貸してほしいというのであれば協力をするということであります。今ま

で言っているとおりでありますが、つまり、前提として講じられる対策等が妥

当だということがしっかりと確認できたときに、始めて貸付けに関する所要の
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手続を始めるということであります。そして、このことは具体的には町有林の

貸付けに関する阿武町有林野条例の一部改正を議会にお諮りして、議会の誤判

断を仰ぎ、議会がそれを可決されれば、今度はその改正後の条例に基づいて個

別的な案件について、またまた貸付けの可否に関する条例案を議会にお諮りし

て、賛同が得られれば貸付けを実行するということであります。なお、当然の

ことでありますが、このことは裏を返せば対策が十分でないと判断した場合は

手続は行わない、つまり議会に阿武町有林野条例の一部改正の議案の提出はし

ないということで、当然、貸付けはできないということであります。なお、質

問の本題は、私は全ての問題がクリアされたと判断するとき、具体的には町有

林を貸付けするために必要となる条例改正等の議案の提出についてであります。

現在の手続の進捗状況は先ほどの御説明のとおりでありますが、これから事業

者による環境影響準備書の届出がされ、公告縦覧の後に一般の意見や関係市町

長の意見を反映した知事意見、さらに環境大臣の意見を反映した書類の審査を

経て経済産業大臣の勧告がなされますが、この勧告には賃貸契約が必要になり

ます。したがいまして、町としての判断は経産大臣の通知の前になりますが、

どちらにしても私は、町は町として準備書などの内容を精査して、環境保全措

置等により環境配慮をされたものであり、当事業者が地球環境に有益であるこ

とや、町民に何ら不利益がないことなどを私がしっかりと確認した時点だとい

うふうに考えております。 

 次に、２点目の質問で、土地取得手続の再度延長の打診があった場合に承諾

するかということであります。このことも何度も説明しておりますが、今、世

界における最大の課題の１つが地球温暖化の原因となっている温室効果ガス排

出の抑制でありますが、中でも発電所における石炭や石油等のいわゆる化石燃

料の燃焼により排出される二酸化炭素の排出を抑えることが重要だということ

は、議員も含めて多くの皆さんが認識をされているものと思っております。地

球温暖化は地球に大きなダメージを与えると同時に、人類だけでなく地球上の

ありとあらゆる生命体を蝕んでおります。アブサンショウウオもそれに含まれ

ます。また、全世界で異常気象が常態化し、台風、洪水、土石流が多発し多く

の人や生命の命を奪っています。夏における最高気温の上昇や猛暑日の増加、

磯焼けの原因もその一部だとも言われております。こうした中、私の思いは、

再生可能エネルギーの普及は地球環境の修復または世界的な課題で、環境対策

の推進は待ったなしの状況という認識であります。木を見て森を見ずとも申し

ますが、特定の部分だけを見て判断するのではなく、地球環境全体を俯瞰して

判断することが重要だと考えています。そして、このような考えの下に、仮に

延長申請の申出があれば、よほどの理由がない限りはそれをお受けするものと

考えています。繰り返しになりますが、私といたしましては、科学的エビデン

スに基づきしっかりと環境保全等の指摘されている諸課題への適切な対応が確
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認されるのであれば協力するという姿勢でありますし、逆に低周波音を含めて

健康被害、森林伐採、そして土石流の流出等により生態系への悪影響や環境破

壊の回避、低減が難しいと判断した場合は、町長として計画の中止を求め、あ

るいは町有林の貸付けをお断りすることは当然のことであります。その意味で、

これまでも一貫してニュートラルと申し上げているわけでありますが、この考

えは今も一向に変わりませんので、そのように御理解いただきたいというふう

に思います。 

○議長（末若憲二）  ４番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問はありま

すか。 

（４番、米津高明議員「はい」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  ４番、米津高明君。 

○４番 米津高明  名前を旧の名前で示していなかったことに対してはちょっ

と謝罪をいたします。申し訳ありませんでした。ただ、町長が言われることも

私もよく分かっています。それと、頭からそういう自然エネルギーの発電など、

風力発電も含めてですけれど、反対するものでは決してありません。ただ、町

長もちょっと言われたように環境に対してどう影響するのか、それによってや

っぱり考えておくべきだと。ＣＯ２とか自然エネルギーだということだけが前

面に出すんじゃなくて、それを強く要望したいと思います。町長もそういう思

いだと今の答弁からはとっています。ただ、その中で、今ちょっと言われたん

ですけれども、最終判断は確定通知じゃなくて、その前にされるわけですよね。

でいいわけですね。それと……。 

（「町長としてですよ」という声あり。） 

○４番 米津高明  町長としてね。それと、以前にも科学的知見に基づいてい

ろいろされると確かに言われていたはずです。だから、５年も経っている中で

町長としてそういうなのを精査されたのかどうか、その辺を短くでいいです。

した、しないでもよろしいですから、答弁お願いします。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦）  まだいろいろ私どもの要望なり過去に出てきたものに対

する、こうあるべきだというようなことはいっぱい意見書として出しておりま

すが、それに基づいてどういう対策を打っておるのか、それは今、向こうのほ

うでやっている最中、環境省あるいは経産省でやっている最中だと思います。

特に、ああいう重要な生態系に対してどう回避措置をとるのか、途中段階で示

されたように当初の計画段階のポールの位置は随分変わりましたよね。米津議

員も御指摘されたとおりでありまして、随分、これは今の、例えばアブサンシ

ョウウオの生息域辺りを随分と避けたなというふうなことは感じられたという

ふうに、私もそういうふうに感じました。それが全てとは申しませんよ。ただ、

随分努力はしているなという感じは持っております。ただ、それから後に、今
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現在がどういう形で行われているのかは、それは承知しておりませんから、そ

れがしっかり私どもの承知するようになった段階で、私どもが求めている、先

ほどから求めているものは同じだというふうに思いますから、その求めている

ようなことが、しっかり対応ができているかどうかをしっかり判断していくと

いうことでありますから、今、個々個別的なものを科学的分析をしているか、

していないかということになれば、今現在では特にしておりません。出てきた

段階でしっかり我々が求めているものがクリアできる状況にあるのか、ないの

か、そこはしっかり判断させていくということであります。 

○議長（末若憲二）  ４番、再々質問ありますか。いいです。 

（４番、米津高明議員「いいです」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  それでは、３項目めの質問を許します。後登壇ください。 

○４番 米津高明  それでは、３項目めの質問。これも何回もやっているとい

う町長の答弁になるかも分かりませんけど、補聴器の購入補助について。今、

現在、山口県下で下関市、岩国市、光市、山陽小野田市、この４市で高齢者の

加齢性難聴に対する補助制度が実施されています。しかし、何回も言っていま

すように阿武町にはまだ同様の制度がなく、高齢者が補聴器を必要としていて

も自費での負担が大きく、生活の質に大きな影響が出ているのではないかとい

うふうに思っています。医学的には認知症予防にもなると、これは証明をされ

ています。若い世代の各種支援制度が充実しているこの阿武町ですが、それを

否定はしません。歓迎を反対にしています。だけど、今まで同時に、今まで阿

武町を支えてきた高齢者にももう少し寄り添った制度があってもいいのではな

いかという思いがずっとあります。ですから、若い世代に優しい阿武町であっ

て、高齢者にも優しい阿武町にすべきではないかという思いがあります。それ

と、聴力が低下すると家族との会話、実際に私もそういう面に遭遇しています。

地域行事などへの参加も「いかんとこか」とかいうような感じで、コミュニケ

ーションさえ困難になってきています。単なる不便ではなく、社会参加の機会

が奪われるということになります。補聴器補助制度はこういう問題を解消し、

高齢者が安心して暮らせる阿武町に大きく貢献すると私は判断しています。高

齢者に優しい阿武町であるということは、町全体の魅力・安心感につながり、

その結果として、全ての世代に住みやすい阿武町になると考えています。阿武

町でも補聴器購入制度の導入にぜひ前向きに検討すべきではないでしょうか。

町長の答弁を求めます。 

○議長（末若憲二）  ただいまの、４番、米津高明君の３項目めの質問に対す

る執行部の答弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  ３番目でありますが、軽度難聴者に対する補聴器購入補

助についての御質問であります。まさに、これも何回か御質問いただいており

ます。このことにつきましては、昨年の12月議会で全国市長会が国に対して行



令和７年第５回阿武町議会定例会(第１号)                            令和７年 12 月４日 

－50－ 

った提言の中に、加齢性難聴者等の軽・中度難聴者の補聴器購入に対する補助

制度を創設すること。また、難聴と認知機能低下との関連性の究明を図ること

ということが、項目が知事会のほうで、市長会のほうでありまして、他の自治

体等でも国の公的補助として実施するべきものであるというところもあるよう

でありますが、本町といたしましても国の制度創設の動向を見守りながら、引

き続き検討させてくださいと答弁をしたというふうに思っております。また、

その後、本町におきましても毎月介護サービス実施事業者の代表者会議の場で、

この補聴器購入補助について意見を聴取したところであります。結論から申し

上げますと、ニーズがほとんどなく、日頃から高齢者と直接接する現場職員も

必要性を感じないという御意見だったようであります。理由といたしましては、

音の調整が難しい、補聴器を外した後の補聴器の管理が煩わしい、さらには補

聴器が小さいために紛失してしまうというふうなこと。そして、補聴器のそう

いったふうなことから補聴器の装着が長続きしないというような話であったよ

うであります。また、昨年の12月の御質問以降、補聴器の補助についての問合

せがあった場合は記録を残すようにというふうなことで指示しておりましたが、

そういったものは一切ありません。なお、県内では４市で補助制度があるよう

でありますが、今申し上げましたように、本町においては高齢者の方からの要

望や問合せがない状況であり、今現在、それが必要であるかということになり

ますと、そうでもないというふうなことを申し上げるしかありません。なお、

来年度は３年に一度の阿武町高齢者介護福祉計画の策定の年であり、町内高齢

者の方へのニーズ調査もいたしますので、その中で多くの要望があるようであ

れば、またそのときに改めてこの件については検討してまいりたいというふう

なことでございます。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ４番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問はありま

すか。 

（４番、米津高明議員「はい」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  ４番、米津高明君。 

○４番 米津高明  ぜひ、その結果を踏まえて前向きに検討していただきたい

というのは、まず申し上げます。ただ、隣の萩市でも現市長が公約で補聴器の

補助をつくるということを言われていますので、前向きに、この前もそういう

担当者の方と話をしたところで前向きに検討していくというような話がありま

した。阿武町としてもぜひやっていただきたい。本来は、こういうのは保険制

度に組み入れるべきだと私は思っているんですけどね。だから、そういう面も

強く町村会とかそういうなので申し入れをしていただければ大変うれしいなと

いうのがあります。ただ、数字で言いますと全国の市町村1,718あるんですけ

ども、これは年金者組合、全国組織ですけど年金者組合が調べた結果なんです
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けども、現在で518の市町がそういう何らかの制度を設けています。ただ、町

長がおっしゃったように、小さい、失う、どこか置いたら分からなくなる、そ

ういうのは、現在使われている方からも聞きます。ある方なんかは、もうこれ

で２つ目やとか、３つ目やというような話も聞きます。お金があるんやなと、

私はそういう面で聞いていましたけれども、でも、回ると、つい最近もある集

落、これは宇田浦のほうなんですけれども、集落を回っているときに言われた

方がありました。町へ聞きに行ったけどそんなもんないという冷たい返事とい

うか、そういうふうにやったから自分で買ったというような方がいらっしゃい

ました。そういうふうに、周りも言いたいけど言われないというような雰囲気

が、あちこち回ると、そういう雰囲気がちょっとあるんかなという気はしてい

ます。先ほど、別の件で打てば響くがなったというふうにおっしゃっていまし

たけど、回る中で、打っても打っても響かんなというような意見もたくさん聞

いています。だから、もう言うてもあかんからもう言わないという方もたくさ

んいらっしゃると思うんですね。だから、もう町を、私から言うたら歩いてほ

しいなというのもあります。生の声を聞く。それはタウンミーティングみたい

な感じであちこち出かけられて行かれてもいいんですけれども、なかなか言い

にくい人がたくさんいらっしゃるなというのは私は肌で感じました。でも、決

してね、今４つの市町でやっている所が大体平均して、全国的にそうなんです

けど３万円です。補助金。所得の制限をつけているところもありますし、ただ、

３万円で、ないよりもましだという感覚で思っています。片耳だけでも十数万

円、高いものだったら20万円、30万円のがザラです。その中で、それと、もの

すごい手続が煩雑というか、前もってお医者に行っていろんな手続をして診察

してもらってからでないと大体どこの市町も受付はしていません。阿武町も例

えばそういう補助制度を作るとなると、やっぱりそういうふうになると思うん

ですね。だから、その辺もやっぱりちょっと踏み出しにくいというのがあるん

じゃないかなとという感じはしています。だから、阿武町としても若い世代に

それだけ、これからこの阿武町を担う世代ですから、それは先ほども言いまし

たように大事なことなんですけれども、ほかの市町がやっているような３万円

と言わず、上限なんぼで２分の１というような、そういう各市町がびっくりす

るような制度にぜひやっていただきたいという思いがずっとあります。もしも

作られるとしたらどうなんでしょう。右へならえでほかの市町と同じような制

度にされるか、やっぱり阿武町はすごいなという制度にされるか、その辺のや

る、やらんは今答えられないでしょうけれども、もしもやるとしたらどういう

ふうにしたいかというのは町長の考えをお聞かせいただけませんか。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） もし、やるというようなことは質問としてどうかなとい

うふうに思いますけれども、検討はさせていただきたいというふうに思います。
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前々から申し上げておりますように、例えば今1,718のうちの500いくらという

ふうな話でありまして、そこらのことも、皆さん方もということはまだやって

いないところが多いという、逆を正せば1,000以上の市町はやっていないとい

うことになりますけれども、だから、私は今、これ前から申し上げております

ように、もう絶対やらないとは言っていないと思います。いろんな状況も勘案

した中で判断したならば、することはやぶさかではないが、今現在の状況の中

ではまだその状況に至っていないなというふうな今判断をしておりますから、

今現在やりませんし、やったらなんぼにしますかみたいな話はお答えしません

けれども、状況も見ながら、常にそういう状況が来た場合には、例えば御提案

は受けなくても、こちらのほうからやるというふうなことは、それはあり得る

というふうに考えています。 

○議長（末若憲二）  ４番、再々質問はありますか。 

（４番、米津高明議員「はい」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  ４番、米津高明君。 

○４番 米津高明  これは質問じゃないです。今言われたように、多いほうに

まだこういう制度をやっていないところが1,000件以上あるとおっしゃいまし

たけど、その千何百の中に入らずに、ぜひともこのやっている518の中に、来

年度からでもいいから入っていただくように、これを要望して質問を終わりま

す。 

○議長（末若憲二）  これをもって４番、米津高明君の一般質問を終わります。 

○議長（末若憲二）  ここで会議を閉じて１０分間休憩いたします。 

 

 休憩 １３時５１分～１４時００分 

 

○議長（末若憲二）  それでは、休憩を閉じて、休憩前に引き続き一般質問を

続行します。 

 続いて２番、西村容子君、御登壇ください。 

○２番 西村容子  ２番、西村容子。通告に従いまして、質問をいたします。

今後、大規模火災等による阿武町の対応について。去る11月18日夕方、大分市

佐賀関地区においては、強風にあおられ大規模火災が発生し、170棟以上が焼

失しました。人口減少に伴い空き家が増加し、また木造家屋が密集しており、

道路幅も狭く、ホースにも点火していましたとの報道でした。以前、宇田浦は

８年前に一戸建ちの家が火災となり、線路の反対側までに火の粉が飛びました。

このとき、浦の密集地に火災が起こらなくてよかったとも聞いております。そ

の後、宇田浦も空き家の持ち主が解体され、更地にされた方が数軒ありますが、

解体するにはそう安価ではありません。それぞれの家庭の事情の都合もあると

思います。そして、令和７年度も継続で、危険家屋等不良住宅の除去に要する
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費用の一部が補助され、上限額が100万円となっております。そこで、令和５

年第３回定例議会一般質問において、松田議員から空き家調査の結果などのお

尋ねがありました。防災道路の重要性を強く認識している、また空き家の解体

事業を行う、更地化を進めるなどとの回答でした。ここでお尋ねします。令和

５年以降、阿武町の調査建物件数、空き家件数、そして空き家率はいかがでし

ょうか。長く空き家のままで放置すると傷みがひどくなり、倒壊のおそれも起

こり、防犯の関係もあります。近所に迷惑をかけることもあるのではないでし

ょうか。住民にとっては、安全安心な暮らしの中、不安材料の一つと思います。

しかしながら、何しろ個人の所有物です。大変難しい問題とは思いますが、所

有者としっかりと交渉していただき、今後早急に災害等の被害に遭わないため

にも、空き家バンクに登録を促し、推進していくことが必要であろうかと考え

ます。以上、町長の答弁を求めます。 

○議長（末若憲二）  ただいまの２番、西村容子君の質問に対する執行部の答

弁を求めます。町長。 

○町長（花田憲彦）  それでは、西村議員の御質問にお答えをいたします。御

質問の趣旨は、大分市の佐賀関で起こった大規模火災を受けて、本町の大規模

火災等の際の対応についての御質問であります。初めに、佐賀関の大規模火災

につきましては、西村議員御指摘のとおり、大変な被害が生じたところであり

ますが、この大規模火災の被害が拡大した要因の一つは、海沿いの強い風と見

られまして、この強い風に乗った火の粉が飛び火して、火災が発生した住宅か

ら１キロ以上も離れた沖合の無人島にまで飛び火をするなど、火災が広範囲に

広がり、大規模火災につながったというふうに言われております。議員御指摘

のとおり、８年前の宇田郷地区の火災のときも、そしてまた７年前の２人の方

がお亡くなりになり、焼死され、そして６棟の家が全焼した奈古の美浜大火災

のときもそうでありましたが、強い風の中、火の粉は思いもよらない遠方まで

飛び火するわけでありまして、今回、佐賀関の火災の報道に接し、まさに他人

事ではないと身の締まる思いがしたところであります。こうしたことに関連し

た、本町の空き家の状況についてであります。まず、空き家調査でありますが、

５年に一度、自治会を通じて行っておりまして、前回が令和５年度に行ってい

ますので、先ほどの白松議員への答弁と若干重複もするかもしれませんが、改

めて概要を報告をさせていただきます。まず、空き家件数でありますが、町内

全体で423軒ありまして、阿武町全体の建物数が1,857軒でありますので、空き

家率、率としては22.8％が空き家率という計算になります。そして、ちなみに

地区別に申し上げますと、奈古地区が全体が109軒でありまして、空き家が198

軒でありますので、空き家率は19.6％。そして、福賀地区につきましては、全

体が379軒で空き家が124軒で、空き家率は32.7％。次に、宇田郷地区が367軒

に対して101軒ということで、空き家率は27.5％いうふうな計算になります。
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なお、この空き家調査につきましては、前回の調査から２年経過しております

ので、現在は、その後の人口減少、あるいは所帯数の減少等も考慮してみます

と、さらに空き家の件数は増えているのではないかなというふうに思っており

ます。また、この空き家調査を踏まえて、令和５年３月定例会の一般質問にお

いて、奈古浦地区の通り抜け道路の可能性について松田議員のほうから御質問

があり、これに対する答弁の御紹介がありましたが、そのとき申し上げたのは、

防災道路の重要性の認識は強く持っていますが、実施に当たっては、多くの立

ち退きなどの家屋所有者や地権者の御協力が必要となり、また立ち退きの補償

や工事費等に大きな経費を要するために、直ちに実施することは難しいので、

当面、危険空き家については、空き家解体の事業も行いながら更地化を進めて、

もう少し様子を見させていただきたいというふうに答弁をいたしておることは

御案内のとおりであります。こうした中、西村議員も御案内のとおり、本町で

は令和５年度より新たに、先ほどのような趣旨の中で、老朽化などにより、倒

壊や建築資材の落下のおそれのある危険空き家の解体、そして除去を促進し、

町民の安全な暮らしを守ることを目的として老朽危険空き家除却促進事業を創

設し、現在進めているところであります。これは上限を100万円として、空き

家の解体等に係る対象経費の３分の２を補助するものでありますが、令和５年

度に実際に使っていただいたのが２件、令和６年度にも２件の御利用があり、

危険空き家の除去ができ、周辺の方々からは喜ばれているところであります。

なお、この事業につきましては、現在、これもちょっと申し上げましたけども、

現在の事業要件では、老朽化などにより倒壊等が進んで、本当に危険で居住が

できない程度の損傷にならないと採択が難しい状況ではありますが、西村議員

御指摘のとおり、長く空き家のままで放置すると年々傷みがひどくなり、倒壊

のリスクも高くなってきますし、また防犯上も好ましくありません。また、危

険空き家は近隣の住民の方々にとっては不安材料でしかなく、先々には地域や

近隣の方々に迷惑をかけることになりますので、空き家解体除去の意欲のある

方に対しては、町としてぜひとも後押しをしていきたいというふうに考えてい

ます。これも先ほどちょっとお答えしましたけども、具体的には住宅の空き家

の崩壊や柱の傾斜等、住宅の不良度の測定基準表に掲げる評点区分によって、

合計した評点が現在は100点以上でないと採択要件に合わないというふうなこ

とになっておりますが、もう少し制度を拡充して、その少し手前の段階で、本

当に空き家が危険な状況になる前に予防的な解体除去をしたいという人に助成

ができないか、補助制度の拡充を検討しているところでありまして、これでき

たら来年度からやりたいわけでありますが、これによって老朽危険空き家の解

体除去が促進され、また防災道路や防火帯の敷地確保につなげればというふう

に考えているところであります。以上で答弁を終わります。 

○議長（末若憲二）  ２番、ただいまの執行部の答弁に対する再質問あります
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か。２番、西村容子君。 

○２番 西村容子  浦の住宅、かなり駐車場が以前はなくて、どこに止めよう

かとか、いつもそういう話があっていましたけど、この頃は更地にされました

から、その更地のところに駐車場ができました。五、六件ぐらいは本当に解体

更地、そういうふうになりましたが、私のちょっと思ったことは、もし火災が

あっても、その更地のところに消防車が入れる、勝手な考えですけど、ちょっ

と入らせてもらえば、道路が狭くても、消防車が入るだけでも違うんやないか

な。道路幅を広げるっていうのは、かなりの難しい問題が起こる。私有地にも

やっぱり許可をもらって交渉しないといけないという、そんな、まして皆さん、

町外出られている方ばっかりだから、交渉も大変だろうと思う。ああいうふう

に更地にして、そこでちょっと何かあったとき、消防車に入ってもらえるって

いうのは、一つの新しい方法じゃないかなと思いました。ですから、この間も、

話はまた変わるんですけど、消火訓練、自治会でありました。人が、ようけじ

ゃないです。まだ立って見とくだけの状態でした。消防車がすっとそこまで来

れるっていうのは、密集地帯にはすごくいいことではないかなと、この頃思い

ましたので、ちょっとそこだけお話をしていただければと思います。 

○議長（末若憲二）  町長。 

○町長（花田憲彦） まず、今、西村議員おっしゃいますように、私も宇田の

ほうへ行ったときに、最近つくづく感じるのが、結構更地にされたところが増

えたなというふうに実感として、この前もちょうど、あそこもかみたいな感じ

で思いましたけども、それ私考えてみますと、やっぱり令和５年に制度をつく

って、宇田もその該当になりますけども、そういう制度をつくって、既に４件

と。今年も今、申請１件上がっているというふうに思いますけど、奈古ですけ

ど。そういうふうなことで、キャップが100万円っていうとこでありますが、

３分の２補助するというふうなことでありますが、一つの動機づけにはなると

いうふうに。例えば、崩すのに300万円かかっても、100万円は町が見てくれる

っていう話ですから、動機づけにはなるというふうに思いますが、そんなこん

なでやってみますと、今のあそこの奈古の鹿島大橋のとこも、手前のとこと、

こっち側のとこも更地になりましたし、ほかのとこもぼちぼちと更地が増えて

きたな。あるいは、私はやっぱりそういう、実際にそういったことが行われて

更地になってきたのを見られた方々が、やっぱこうせんにゃいけんのかなとい

うふうな思いに至られてやられたんじゃないかな、それもあるんじゃないかな

というふうに感じておりまして、特に宇田は、最近はみんなしっかりやってく

れてるんだなというふうにありますよね、結構に、さっき言われるように。あ、

増えてきたな、ありがたいなというふうに思います。先ほどの話じゃないです

けども、倒れかけたものは、そうはいっても限度がありますから、どうしよう

もないもんもありますんで、それは本当に皆さんに迷惑かける前に、それは持
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ち主の方も多分やりたいと思っていると思うんですよ。やっぱそこに１つきっ

かけを、動機づけとしてそういう補助を設ければ、それがきっかけで、じゃあ、

それだけ出してもらえるんやったらやるか。皆さんに迷惑かけても、皆さんと

いうのは、例えば自分のふるさとに迷惑かけても、自分で生まれ育ったとこに

迷惑かけても悪いなというふうな気持ちの方もたくさんいらっしゃるというふ

うに思いますし、もう一個言うように、今は評点数が100点ということで、相

当のものでないと100点から上にいかないんですけど、ほとんど倒壊するぜみ

たいな。けど、それより前でも、皆さんに迷惑かける前に、危険になる前に崩

しておこうと。どっちみち自分が住むわけでもないし、人に貸して住まわせて

いただくような程度でもないと。もっと悪いというふうなことであるから、迷

惑かけないように崩そうというふうな方もいらっしゃるんじゃないかなという

ふうに思いますから、ぜひ来年度は、来年度の当初予算で、100点までいかな

い部分についても、それを押しなべて100万円っていうわけにはいかんでしょ

うけど、どういう段階をつけるかまだ制度設計していませんけど、いずれにし

てもそういった方にも、そういう思いに至っていただければ、町がきれいにな

っていくんじゃないかな。そして、きれいにもなるし、危険性とか火災の何と

か犯罪の温床であるとか、熊は住まんでしょうけども、そういうタヌキとか何

とか獣が住みついて不潔なことになる、ごみの投棄されるようなことがなくな

るようなことになると思いますので、ぜひこの空き家解体の支援する事業につ

いては、来年度拡充してやっていきたいというふうに思っております。そして、

もう一個は、これも冒頭ありましたように、活用できるものはいろんな形で活

用していく。実際に活用できる空き家は、阿武町では不足しています、本当に。

ですから、もっともっと活用できるものは活用し、登録もしていただくような

ＰＲもしていただく中で、それを使ったＩターンの招致であったり、それはし

っかりしていきたいなと思っておるところであります。以上です。 

○議長（末若憲二）  ２番、再々質問ありますか。２番、西村容子君。 

○２番 西村容子  更地になってびっくりしました。何軒も、６、７軒は優に

たしかなったはずです。だから、いい箇所がされたら、また次はあそこにも行

ってらしいよとか、そういうふうに聞きましたから、やっぱり解体をせざるを

得なくなるのか、危険で解体されるのか、ところにおられない人ばっかりがや

っぱり解体になりますので、今後もそういう補助とかをしっかりアピールして

いただいて、私たちとしては寂しいものなんですけど、危険とかそういう面に

おいたら、そうしていただきたいなと思います。そして住んでいただければ、

やっぱりこちらにも阿武町にも住んでいただきたいんですけど、やっぱりリフ

ォームしないと入れない家もたくさんあると思います。その辺、人口を増やす

ためにも、そっちのほうにもやっぱり支援していただきたいと思います。以上

です。 
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○議長（末若憲二） これをもって、２番、西村容子君の一般質問を終わりま

す。以上で、今期定例会に通告のあった方の一般質問は全て終了しました。 

 

 日程第４ 議案第１号から日程第11 議案第８号を上程   

 

○議長（末若憲二）  続きまして、日程第４、議案第１号を議題とします。議

案第１号、阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  それでは、議案書の３ページをお願いいたします。議

案第１号、阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを御説明いたします。 

 本案件は、国の人事院勧告に伴い、一般職の月例給を本年４月に遡って改定

するもので、一般の職員につきましては、民間の給料との格差１万5,014円、

率にして3.62％を解消するため、初任給をはじめ、若年層に重点を置きつつ、

そのほかの職員の俸給を引き上げる給料表の改定のほか、期末勤勉手当の支給

割合等の改定や通勤手当などの改定を行うものであります。この改定により、

一般職の大卒の初任給を22万円から１万2,000円、率にして5.5％引き上げて23

万2,000円に、高卒の初任給を18万8,000円から１万2,300円、率にして6.5％引

き上げて20万300円にそれぞれ改定するほか、給料表の改定により、全体では

3.3％の引上げとなるものであります。また、一般職の期末勤勉手当を民間の

支給状況に見合うよう、年間4.60月分から4.65月分に0.05月分引き上げ、併せ

て再任用に係る期末勤勉手当を年間2.40月分から2.45月分に0.05月分引き上げ

るほか、通勤手当についても民間の支給状況等を踏まえて、現行の距離区分を

200円から7,100円までの幅で引き上げるものであります。 

 それでは、議案書３ページの第１条の内容につきましては、議案書の12ペー

ジからの新旧対照表により御説明をさせていただきます。12ページの新旧対照

表をお願いいたします。 

 まず、第８条の５の初任給調整手当につきましては、これは医師に係る初任

給調整手当の限度額を月額「41万6,600円」から1,000円引き上げて、「41万

7,600円」に改定するものであります。続きまして、第９条の通勤手当につき

ましては、13ページのウ、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル

未満の「7,100円」を「7,300円」に200円の引上げから、スの使用距離が片道

60キロメートル以上の「３万1,600円」を「３万8,700円」に7,100円の引上げ

まで、それぞれの距離区分において引上げを行うものであります。次に、第15

条の宿日直手当につきましては、宿日直勤務対象職員の状況を踏まえ、現行の

「4,400円」から「4,700円」に300円引き上げるもので、これは主に防災当番

の際の手当に係るものであります。続きまして、第16条の期末手当につきまし
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ては、現行における一般職の期末手当を「100分の125」とあるのを「６月に支

給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5」に、そし

て定年前再任用短時間勤務職員、いわゆる再任用職員の期末手当につきまして

は、現行の「100分の70」とあるのは、「６月に支給する場合には100分の70、

12月に支給する場合には100分の72.5」にそれぞれ改定するものです。 

次に、15ページの第17条の勤勉手当につきましては、現行における一般職の

勤勉手当を「100分の105」とあるのは、「６月に支給する場合には100分の105、

12月に支給する場合は100分の107.5」に、そして再任用職員の勤勉手当につき

ましては、「100分の50」とあるのは「６月に支給する場合には100分の50、12

月に支給する場合には100分の52.5」にそれぞれ改定し、併せて給料表につき

ましては、３ページからの別表第１行政職給料表、８ページからの別表第２医

師給料表にそれぞれ改定するものであります。なお、この条例は、11ページの

附則により、公布の日から施行し、令和７年４月１日からの適用となります。 

 続いて、10ページの第２条の内容についても、新旧対照表により御説明いた

しますので、議案書の16ページをお願いいたします。 

 まず、第16条の期末手当につきましては、「６月に支給する場合には100分の

125、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのを、それぞれ「100分の

126.25」に、そして再任用職については「100分の125」とあるのを「100分の

126.25」に改定し、「６月に支給する場合には100分の70、12月に支給する場合

には100分の72.5」とあるのを「100分の71.25」に改定するものであります。

また、第17条の勤勉手当につきましては、17ページになりますが、「６月に支

給する場合は100分の105、12月に支給する場合は100分の107.5」とあるのを

「100分の106.25」に、そして再任用職員につきましては、「６月に支給する場

合には100分の50、12月に支給する場合には100分の52.5」とあるのを「100分

の51.25」にそれぞれ改定するものであります。なお、この改定は、11ページ

の附則により、令和８年４月１日からの施行となります。以上で説明を終わり

ます。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第２号、町長等の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例について、執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  副町長。それでは、議案書の18ページをお願いいたし

ます。議案第２号、町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

について御説明をいたします。 

 本案件は、国の人事院勧告に伴い、町長等の期末手当の率を改定するもので、

特別職の期末手当を年間3.45月分から3.50月分に0.05月分引き上げる改定であ

ります。 

 それでは、議案書の18ページの第１条及び第２条の内容につきましては、次

ページの新旧対照表により御説明をさせていただきます。それでは、新旧対照
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表になりますが、まず上表の第７条、期末手当につきましては、現行における

町長等の期末手当を「100分の172.5」とあるのを「６月に支給する場合には

100分の172.5、12月に支給する場合には100分の177.5」にそれぞれ改定するも

のであります。 

 次に、下表の第２条、令和８年４月１日以降に施行する表の第７条の期末手

当につきましては、「100分の125」とあるのを「100分の126.25」に改定し、

「６月に支給する場合には100分の172.5、12月に支給する場合には100分の

177.5」とあるのを「100分の175」にそれぞれ改定するものであります。以上

で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第３号、阿武町議会議員の議員報酬等に関す

る条例の一部を改正する条例について、執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  副町長。それでは、議案書の20ページをお願いいたし

ます。議案第３号、阿武町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正す

る条例について御説明をいたします。 

 本案件も、国の人事院勧告に伴い、議員報酬に係る期末手当の率を特別職と

同じく、年間3.45月分から3.50月分に0.05月分引き上げる改定であります。 

 それでは、議案書の20ページの第１条及び第２条の内容につきましては、次

のページ以降の新旧対照表により御説明をさせていただきます。まず、21ペー

ジの第３条、期末手当につきましては、現行における議員報酬に係る期末手当

を「100分の172.5」とあるのは、「６月に支給する場合は100分の172.5、12月

に支給する場合には100分の177.5」にそれぞれ改定するものであります。次に、

22ページの第２条、令和８年４月１日以降に施行する表の第３条の期末手当に

つきましては、「100分の125」とあるのを「100分の126.25」に改定し、「６月

に支給する場合には100分の172.5、12月に支給する場合には100分の177.5」と

あるのを「100分の175」にそれぞれ改定するものであります。以上で説明を終

わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第４号、阿武町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、執行部の説明を求めま

す。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  副町長。続きまして、それでは、議案書の23ページを

お願いいたします。議案第４号、阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

 本案件は、国の人事院勧告に伴う職員等の給料表の改定に伴い、会計年度任

用職員の給料表を23ページから27ページのとおり改正するものであります。な

お、この改定は27ページの附則により、令和８年４月１日からの施行となりま

す。以上で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第５号、行政手続における特定の個人を識別
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するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、執行部の説明を求めま

す。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  副町長。それでは、議案書の29ページをお願いいたし

ます。議案第５号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について御説明いたします。 

 本案件は、行政事務の効率化を図ることを目的とするもので、改正の核とな

るのは、町の住民基本台帳に記載されていない人、いわゆる住登外者の個人番

号を含む個人情報を管理するため、新たに住登外者宛名番号管理機能を標準化

準拠システムに追加するものであります。 

 それでは、内容につきましては、31ページからの新旧対照表により御説明さ

せていただきます。まず、第４条の第４項の追加につきましては、町長や教育

委員会は、医療費助成や税などの公的な事務を遂行する際に、住登外者という

町の住民基本台帳に記載されていない人、例えば、町外の特別養護老人ホーム

へ入所したが、介護保険や国民健康保険の住所地特例という制度によって阿武

町の被保険者となる入所者、また区域外就学により町外から町内の小中学校に

通学する児童生徒や、広域保育により町外から保育園に通園する園児、また町

内の固定資産の所有で町外に住所があるが、町税の納付義務のある人などに対

して、標準化準拠システムに固有の番号を付番して住登外者宛名番号管理機能

を法的に追加しようとするものであります。 

 次に、第４条関係の別表第１については、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の条例で定める事務に、町長と教育長

による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するものであります。次に、

第４条関係の別表第２については、阿武町重度心身障害者医療費助成要綱、阿

武町ひとり親家庭医療費助成要綱、阿武町乳幼児医療費助成要綱及び阿武町こ

ども医療費助成要綱による医療費に関する事務であって、町長が別に定めるも

のに係るマイナンバー等の特定個人情報について、「国民健康保険法による被

保険者の資格に関する情報」を「国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保

に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情

報又は住登外者宛名情報」に、「国民健康保険資格関係情報であって規則で定

めるもの」を「医療保険給付関係情報又は住登外者宛名情報であって規則に定

めるもの」にそれぞれ改めるものであります。 

 次に、別表第３については、特定個人情報の提供に係るもので、「地方税法

の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報」を

「地方税関係情報」に改め、教育委員会が住登外者宛名情報に対する特定個人

情報の提供を求めた場合に、町長が当該特定個人情報を提供できる項目を追加
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するものであります。なお、この条例の施行は令和８年１月５日からとなりま

す。以上で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第６号、阿武町手数料条例の一部を改正する

条例について、執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長（近藤慎治）  土木建築課長。議案書36ページをお願いします。

議案第６号、阿武町手数料条例の一部を改正する条例について説明します。 

 本案件は、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による中間検査及び定期報

告に関する事務を権限移譲により、阿武町が山口県から引き継いだことに伴う

もので、必要な手数料の種類、金額を阿武町手数料条例に追加するものです。 

 それでは、37ページの新旧対照表により御説明いたします。今回の改正は、

第２条の表の「都市計画法（昭和43年法律第100号）第47条５項の規定に基づ

く開発登録簿の写しの交付手数料」の項の次に「宅地造成及び特定盛土等規制

法第15条第２項の規定により同法第12条第１項の許可を受けたものとみなされ

た工事又は同法第34条第２項の規定により同法第30条第１項の許可を受けたも

のとみなされた工事に係る中間検査申請手数料（国又は県が行う工事に係るも

のを除く。）」を加えるもので、右の欄がそれに伴う金額となります。都市計画

区域の設定のない阿武町におきましては、中間検査を行う部分の盛土等面積が

１万平方メートルを超えるものが対象となります。それぞれの面積に伴い、金

額を設定するものでございます。また、金額につきましては、内容、金額とも

に山口県に準拠し、山口県が採用したものと同様であります。なお、施行は公

布の日からで、適用は令和７年４月１日からとなります。以上で説明を終わり

ます。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第７号、阿武町乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定について、執行部の説明を求めます。

健康福祉課長。 

○健康福祉課長（矢次信夫）  健康福祉課長。それでは、議案書38ページをお

願いします。議案第７号、阿武町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定について御説明します。 

 本案件は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、生後６か

月から満３歳未満で保育所に通っていない子供を対象に、保護者の就労要件を

問わず、時間単位で新たに通園が可能となる乳児等通園支援事業が制度化され

たことに伴い、国の定めた乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に

基づき、本条例を制定するものです。条例の内容ですが、目次にありますよう

に３つの章から成っており、第１章は総則、第２章は乳児等通園支援事業、第

３章を雑則とし、事業実施に当たっての施設や設備の安全基準、職員の基準、

さらに運営に当たっての緊急時の対応計画の策定といった事故や災害を防ぐた

めの基準について、国の基準を準用する形で定めています。中でも第２章は３
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つの節に分かれており、第１節を通則、そして第２節を一般型乳児等通園支援

事業、第３節を余裕活用型乳児等通園支援事業とし、本事業を２つに細分化し、

それぞれについて設備及び職員の基準を定めるものです。施行期日は公布の日

からとなりますが、第23条の規定については、令和８年４月１日からの施行と

なります。以上で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第８号、阿武町火入れに関する条例の一部を

改正する条例について、執行部の説明を求めます。農林水産課長。 

○農林水産課長（野原 淳）  農林水産課長。議案書47ページをお願いします。

議案第８号、阿武町火入れに関する条例の一部を改正する条例について御説明

いたします。 

 本条例は、町内の森林または森林の周囲１キロメートルの範囲内にある土地

の火入れの許可に関する事項を定めているものでありますが、今回の改正につ

きましては、今年２月に発生いたしました岩手県大船渡市の山林火災を教訓と

して、許可を受けた火入れのうち、火入れの中止に関して気象・火災に関する

注意報・警報の追加及び字句の訂正を行うものです。 

 48ページの新旧対照表により説明いたします。第14条の火入れの中止に関す

る条文中、第１項では、火入れの許可の期間中であっても、火入れを行っては

ならないとする条件として、強風注意報のほか暴風警報、暴風特別警報及び乾

燥注意報が発表され、火災に関する注意報もしくは警報が発令された場合とし、

第２項では、火入れ中に風勢等により、他に延焼するおそれがあると認められ

る場合には速やかに消火しなければならない条件として、第１項と同じく、強

風注意報のほか暴風警報、暴風特別警報及び乾燥注意報が発表され、火災に関

する注意報もしくは警報が発令されたときと改めるものです。なお、従前の

「異常乾燥注意報」につきましては、昭和63年４月１日に廃止され、以後「乾

燥注意報」と変更されておりますので、字句の訂正を行うものです。最後に、

この条例は公布の日から施行するものです。以上で説明を終わります。 

 

 日程第12 議案第９号から日程第17 議案第14号を上程   

 

○議長（末若憲二）  次に、議案第９号、令和７年度阿武町一般会計補正予算

（第４回）について、執行部の説明を求めます。副町長。 

○副町長（中野貴夫）  副町長。それでは、議案書の49ページをお願いいたし

ます。議案第９号、令和７年度阿武町一般会計補正予算（第４回）について御

説明いたします。 

 まず、第１条第１項は、令和７年度阿武町一般会計の歳入歳出予算の総額に

対して、今回の補正額は7,007万3,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総

額を47億5,655万3,000円とするものです。また、第２項は、歳入歳出予算の款
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項の区分とその金額は、別冊補正予算書の第１表、歳入歳出予算書補正のとお

りとするものであります。そして、第２条の債務負担行為の補正については、

別冊補正予算書の第２表の債務負担行為補正、第３条の地方債の補正について

も、第３表の地方債補正のとおりとするものであります。以上で説明を終わり

ます。 

○議長（末若憲二）  続いて、説明をお願いします。説明は歳出からお願いし

ます。補正予算書16ページ、１款・議会費から。議会事務局長。 

（議会事務局長、議会費について説明する。） 

○議長（末若憲二）  金田議員さん、いいですか。では、続いて、副町長。 

（副町長、一般管理費、財産管理費、のうそんセンター費、ふれあいセンター

費について説明する。） 

○議長（末若憲二）  続いて、まちづくり推進課長。 

（まちづくり推進課長、企画総務費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、戸籍税務課長。 

（戸籍税務課長、税務総務費、戸籍住民基本台帳費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、健康福祉課長。 

（健康福祉課長、社会福祉総務費、老人福祉費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、戸籍税務課長。 

（戸籍税務課長、国民年金事務費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、健康福祉課長。 

（健康福祉課長、児童福祉総務費、保育所運営費、児童クラブ費、保健衛生総

務費、母子健康センター費、診療所費、保健事業費、塵芥処理費について説明

する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、農林水産課長。 

（農林水産課長、農業政策費、林業政策費、水産業政策費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、まちづくり推進課長。 

（まちづくり推進課長、商工政策費、観光費、道の駅産業振興費、地域内循環

地方創生特別事業費、地域魅力向上地方創生特別事業費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、土木建築課長。 

（土木建築課長、土木管理費、土木総務費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、副町長。 

（副町長、消防費、災害対策費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、教育委員会事務局長。 

（教育委員会事務局長、事務局費、学力向上対策事業費、学校管理費（小）、

給食センター費、学校管理費（中）、外国青年英語指導事業費、社会教育総務

費、町民センター費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、土木建築課長。 
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（土木建築課長、単独災害復旧事業費について説明する。）  

○議長（末若憲二）  続いて、まちづくり推進課長。 

（まちづくり推進課長、諸支出金について説明する。）  

○町長（花田憲彦）  以上で、歳出の説明を終わります。 

 続いて、歳入に入ります。10ページ、14款・国庫支出金から。副町長。 

（副町長、歳入について説明する。）  

○議長（末若憲二）  休憩に入りたいと思っておりましたが、残りが少ないの

で、このまま続行したいと思います。 

 それでは、次に、議案第10号、令和７年度阿武町国民健康保険事業（事業勘

定）特別会計補正予算（第３回）について、執行部の説明を求めます。健康福

祉課長。 

○健康福祉課長（矢次信夫）  健康福祉課長。議案書の50ページをお願いしま

す。議案第10号、令和７年度阿武町国民健康保険事業（事業勘定）特別会計補

正予算（第３回）について御説明いたします。今回の補正は339万9,000円を追

加し、補正後の予算を６億343万1,000円とするものです。それでは、別冊補正

予算書の48、49ページをお願いします。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。）  

○議長（末若憲二）  次に、議案第11号、令和７年度阿武町国民健康保険事業

（直診勘定）特別会計補正予算（第３回）について、執行部の説明を求めます。

健康福祉課長。 

○健康福祉課長（矢次信夫）  健康福祉課長。議案書の51ページをお願いしま

す。議案第11号、令和７年度阿武町国民健康保険事業（直診勘定）特別会計補

正予算（第３回）について御説明いたします。今回の補正は210万7,000円を追

加し、補正後の予算を３億6,535万1,000円とするものです。それでは、別冊補

正予算書の64、65ページをお願いします。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。）  

○議長（末若憲二）  次に、議案第12号、令和７年度阿武町介護保険事業特別

会計補正予算（第２回）について、執行部の説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（矢次信夫）  健康福祉課長。議案書の52ページをお願いしま

す。議案第12号、令和７年度阿武町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）

について御説明いたします。今回の補正は100万7,000円を追加し、補正後の予

算を６億3,291万6,000円とするものです。それでは、別冊補正予算書の78、79

ページをお願いします。 

（健康福祉課長、歳出、歳入について説明する。）  

○議長（末若憲二）  次に、議案第13号、令和７年度阿武町簡易水道事業会計

補正予算（第２回）について、執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長（近藤慎治）  土木建築課長。それでは、議案書の53ページを
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お願いします。議案第13号、令和７年度阿武町簡易水道事業会計補正予算（第

２回）について御説明します。今回の補正は債務負担行為について補正するも

ので、自家用電気工作物の保安管理業務の受託業者の変更に伴い、令和７年度

内に経済産業省へ届出が必要であることから、債務負担行為により令和７年度

内の契約を行うものです。自家用電気工作物保安管理業務委託事業の限度額を

15万円として、令和７年度から令和８年度までの委託事業に係る債務負担行為

の補正を行います。以上で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  次に、議案第14号、令和７年度阿武町集落排水事業会計

補正予算（第１回）について、執行部の説明を求めます。土木建築課長。 

○土木建築課長（近藤慎治）  土木建築課長。それでは、議案書の54ページを

お願いします。議案第14号、令和７年度阿武町集落排水事業会計補正予算（第

１回）について御説明します。今回の補正は債務負担行為について補正するも

ので、自家用電気工作物の保安管理業務の受託業者の変更に伴い、令和７年度

内に経済産業省へ届出が必要であることから、債務負担行為により令和７年度

内の契約を行うものです。自家用電気工作物保安管理業務委託事業の限度額を

39万円として、令和７年度から令和８年度までの委託事業に係る債務負担行為

の補正を行います。以上で説明を終わります。 

○議長（末若憲二）  以上で議案説明を終わります。 

 

 日程第18 委員会付託   

 

○議長（末若憲二）  日程第18、委員会付託を行います。お諮りします。ただ

いま議題となっております議案第１号から議案第14号については、会議規則第

39条第１項の規定により、一括して阿武町行財政改革等特別委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり。） 

○議長（末若憲二）  全員御異議なしと認めます。よって、議案第１号から議

案第14号については、阿武町行財政改革等特別委員会に付託することに決定し

ました。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。本日はこれをもって散会とし

ます。全員御起立お願いします。一同、礼。お疲れさまでした。 

 

散会 １５時２０分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名します。 

 

阿武町議会議長   末 若 憲 二 

 

阿武町議会議員   上 村 萌 那 

 

阿武町議会議員   米 津 高 明 

 


